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巻 頭 言 
 

 

平成 21 年版レポート 海難審判の発刊にあたって 

 

海難審判所は、海難を発生させた海技従事者等に対する行政処分を行うための調査と審判を

行い、もって海難の発生の防止に寄与するため、国土交通省の特別の機関として、平成 20 年

10 月１日に発足しました。 

 

海難審判所の任務は、厳正な手続きが定められた海難審判法にのっとり、海難を発生させた

海技従事者等の職務上の故意又は過失を認定して懲戒を行うことですが、懲戒の前提となる過

失について、直近過失にとらわれず、海難防止に最も効果的な段階における過失を摘示するこ

とによって、当該海難の防止策を示し、これが同種海難の再発防止、ひいては海上交通の安全

確保のための教訓となるよう努めて行くことであると考えています。 

 

昨年来の金融危機に伴う実態経済の停滞、原油価格の上昇傾向などにより、海運・水産業界

も厳しい環境に置かれておりますが、こういった状況において、安全の確保は更に重要性を増

して来ています。昨年は、千葉県野島埼沖での護衛艦と漁船の衝突、明石海峡での貨物船など

３隻の衝突、青森県陸奥湾におけるほたて漁船の沈没、千葉県犬吠埼沖でのまき網漁船の沈没、

今年は、長崎県平戸沖でのまき網漁船の沈没など、多くの人命と財貨を失う海難が発生してお

ります。海難審判法が改正されましたが、海難審判を通じて、海難の発生防止に寄与していく

ことに変わりはありませんので、今後も全力で任務の遂行にあたる所存です。 

 

今回公表の運びとなりました「平成 21 年版レポート 海難審判」では、新体制となった海難

審判所の業務、平成 20 年における海難の状況、調査及び審判の状況などを紹介しております。 

 

本レポートにより、海難審判行政に対するご理解を一層深めていただき、更なるご支援ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

平成 21 年 12 月  海難審判所長 
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平成 21 年版レポート 海難審判を利用するにあたって 

 平成 20 年 10 月 1 日に海難審判庁から海難審判所へ組織改編したことにより、平成 21

年版レポート 海難審判において計上した立件及び申立て数は以下のとおりとなってい

ますので、利用にあたっては、ご留意願います。 

平成 20 年 1 月から 9 月までは、海難審判庁理事官が海難の発生原因を明らかにするた

め立件及び申立てした数値を、同年 10 月から 12 月までは、海難審判所の理事官が海技

従事者等の職務上の過失等によって海難が発生したことを明らかにするため立件及び申

立てした数値をそれぞれ掲載しております。 

※平成 20 年 10 月から 12 月までの数値は、海難審判庁理事官が行っていた立件及び申立

てに該当する事件より、次の事件を除いた数値となっております。 

①浮流物接触（流木との接触など）、船底擦過、岸壁擦過など損傷が軽微な事件 

②懲戒の対象者の存在しない事件（船長等が死亡した事件、外国船のみの事故で水先

人の乗船していない事件など）
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海難審判所の発足 

 

 我が国では、昭和23年の海難審判法施行以来、海難については海難審判庁が原因究明と懲戒を行って

きましたが、国際海事機関（ＩＭＯ）において、船舶交通の安全の向上のため、原因究明と船員に対す

る責任追及を分離し、再発防止に向けた原因究明機能を強化するＳＯＬＡＳ条約改正案が採択され、平

成22年１月に発効する予定です。 

 今般、海難審判庁は、平成20年10月に組織改編をし、海難審判による船員に対する責任追及を「海

難審判所」が行い、航空、鉄道、船舶の事故等の原因究明調査を航空・鉄道事故調査委員会と合併した

「運輸安全委員会」が行うこととなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

海難審判所は、国土交通省の特別の機関として設置され、その組織は、審判官25人及び理事官23人

と、42人の職員から構成され、東京に海難審判所、全国8箇所の函館、仙台、横浜、神戸、広島、北九

州（門司区）、長崎に地方海難審判所と那覇に支所が設けられております。 

 

 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今般の組織改編に伴い、海難審判制度を二審制から一審制に改め、東京の「海難審判所」においては

※「重大な海難」を、「地方海難審判所」においてはそれ以外の海難を取り扱うこととなり、「海難審判

所」では3人の審判官、「地方海難審判所」では通常1人の審判官で海難審判を行うこととなりました。 

航空・鉄道事故調査委員会
（航空・鉄道事故の原因究明）

海難審判庁
（海難審判による海難の原因究明と懲戒）

運輸安全委員会
（陸・海・空の委員の合議制による原因究明）

海難審判所
（海難審判による懲戒）

陸・海・空の
事故原因究明の

総合化

懲戒

海難審判所

東京特別の機関

理事官審判官

首席審判官

総務課

書記課

首席理事官

地方海難審判所

理事官審判官

書記官

国土交通省

函館，仙台，横浜，神戸，広島，
門司（那覇支所含む），長崎

所 長

所 長
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※「重大な海難」（海難審判法施行規則第5条） 

１ 旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は2人以上の重傷者が発生したもの 

２ 5人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの 

３ 火災又は爆発により運航不能となったもの 

４ 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの 

５ 次に掲げる船舶が全損となったもの 

イ 人の運送をする事業の用に供する13人以上の旅客定員を有する船舶 

ロ 物の運送をする事業の用に供する総トン数300トン以上の船舶 

ハ 総トン数100トン以上の漁船 

６ 前各号に掲げるもののほか、特に重大な社会的影響を及ぼしたものとして海難審判所長が認め

たもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

門司地方 

海難審判所 

那覇支部 

長崎地方 

海難審判所 

門司地方 

海難審判所 

広島地方 

海難審判所 

神戸地方 

海難審判所 

横浜地方 

海難審判所 

仙台地方 

海難審判所 

函館地方 

海難審判所 

海難審判所 

（重大な海難） 

管轄区域図 

重大な海難 

神戸 

横浜 

函館 

神戸 
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海難の調査と審判 

 

 海難審判法は、職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は

水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もっ

て海難の発生の防止に寄与することを目的としています。 

 海難審判所（東京）及び全国8箇所の函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司、長崎地方海難審判所と

那覇支所では、海難を認知すると直ちに、海難の事実を調査するとともに証拠の集取を行い、海難審判

によって海難の態様や職務上の故意又は過失を明らかにし、懲戒を行っています。 

 

１ 海難調査 

  海難発生 

   海難審判法は、我が国の河川や湖沼及び世界のあらゆる水域で発生した日本船舶の海難を対象と

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  認知、立件及び調査 

   理事官は、関係官署からの報告や新聞・テレビの報道等により、発生した海難を認知した場合は、

直ちに事実関係の調査を行い、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失

によって発生したと認めたときには、立件して海難の調査及び証拠の集取を行います。 

   海難は、人の行為、船舶の構造・設備・性能、運航・管理形態、労働環境、海上環境、自然現象

の諸要素が複合して発生することが多いことから、理事官は、海難関係人との面接調査、船舶その

他の場所の検査、海難関係人・官庁からの報告又は帳簿書類・資料の提出、科学的な知識又は判断

が必要なときの鑑定等により、事実関係や職務上の故意又は過失の認定に必要な事項について調査

し、証拠の集取を行っています。 
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  審判開始の申立て 

   理事官は、調査の結果、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過

失によって発生したものであると認めたときは、海難審判所又は地方海難審判所にその海難の審判

開始の申立てを行います。このとき、海難の発生に関係のある者が、海技士、小型船舶操縦士又は

水先人の場合は、それらの者を受審人に指定し、海難において受審人以外の当事者であって受審人

に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定を判断するために必要があると認める者（船舶

所有者・船舶管理会社・造船会社など）を、指定海難関係人に指定します。 

 

 申立て件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成20年1月から9月まで            平成20年10月から12月まで 

 

 申立て隻数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成20年1月から9月まで            平成20年10月から12月まで 

 

  

衝突 171

乗揚 87

衝突(単) 

35

機関損傷

38

死傷等 31

転覆 19

火災 10

浸水 9

施設等

損傷 8

遭難 3

運航

阻害 5
沈没 3

爆発 1
行方不明 1

合 計

421件
衝突 17

乗揚 8

衝突(単) 8

機関損傷 1

死傷等 2

火災 1 遭難 2

合 計

39件

漁船 252

貨物船

119

プレ

ジャー

ボート 99

旅客船 26

油送船 28

遊漁船 25

引船 18

押船 13

台船 12
作業船 12 はしけ

（ﾊﾞｰｼﾞ） 8 その他 21

合 計

633隻
漁船 26

貨物船

10

プレ

ジャー

ボート 8

旅客船 3

油送船 1

遊漁船 2

その他 6

合 計

56隻

※平成20年 1月から9月までは海難審判庁理事官が、同年10月から12月までは海難審判所の理事官がそれぞれ申立てした件

数または隻数で、10月から12月までの数値は、海難審判庁理事官が行っていた申立てに該当する事件より、次の事件を除い

た数値となっております。 

①浮流物接触（流木との接触など）、船底擦過、岸壁擦過など損傷が軽微な事件 

②懲戒の対象者の存在しない事件（船長等が死亡した事件、外国船のみの事故で水先人の乗船していない事件など） 
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２ 海難審判 

 理事官から「審判開始の申立て」があると、審判官による海難審判を通じて海技士、小型船舶操縦士

又は水先人に対する懲戒処分を行います。 

 海難審判は、公開の審判廷で、審判官（海難審判所は、3 名の審判官で構成する合議体で、地方海難

審判所においては通常1人の審判官）及び書記が列席し、理事官立会のもと、受審人及び指定海難関係

人とそれを補佐する補佐人が出廷して行います。 

 海難審判の審理は、証拠調べや意見陳述を口頭弁論によって行い、その中で必要に応じて、証人、鑑

定人、通訳人に出頭を求めます。 

 審理が終結すると、受審人への懲戒（免許の取消し、業務の停止、戒告）を裁決によって言い渡しま

す。裁決では、海難の事実及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容が明らかにされます。 

 この裁決に対して不服がある場合は、裁決言渡しの翌日から30日以内に東京高等裁判所に裁決取消し

の行政訴訟を提起することができます。 

 東京高等裁判所へ裁決取消しの行政訴訟の提起がない場合は、裁決が確定し、言い渡された懲戒の内

容を理事官が執行します。 

 業務停止の裁決があったときは、理事官は、海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取

り上げ、期間満了の後これを本人に還付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海難審判の諸原則 

 

 ◇公開主義◇ 

  すべての海難審判は、誰でも自由に傍聴できます。 

 

 ◇口頭弁論主義◇ 

  当事者の主張や立証に十分な機会を与えるため、書面のやりとりのみでなく、審判廷で当

事者が口頭により直接弁論します。 

 

 ◇証拠審判主義◇ 

  海難審判所の裁決は、海難の事実及び職務上の故意又は過失の内容を明らかにし、かつ、

証拠によってその事実を認めた理由を示さなければならないことから、過失判断や懲戒の必

要性を判断する基礎となる海難の事実を認定します。事実の認定にあたっては、公正を確保

するため、審判で取り調べた証拠によらなければなりません。 

  したがって、審判以外に現地での船などの検査や証人への尋問などを行った場合、書面（検

査調書や尋問調書）を作成し、審判で証拠調べを行わなければなりません。 

 

 ◇自由心証主義◇ 

  証拠の証明力は、審判官の自由な判断に委ねられています。 

  これは、審判官の恣意による判断を許しているのではなく、海難審判においては、審判官

の豊富な経験と識見に基づく経験法則や倫理法則にしたがった公正な判断が期待されている

からです。 
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海難の調査と審判の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立 件 

関係者への質問 

船体検査 

帳簿・物件収集 

審判不要の処分 

理事官 補佐人 

審判官 

執 行 

 

最高裁判所 

 

尋

 

問

 

証

拠

・

意

見

裁 決 

東京高等裁判所 

受審人・指定海難関係人 

海難の認知 

事実関係の調査 

審判開始の申立て 

提 訴 

海難の発生 

《調査》 

《審判》 

《裁決取消訴訟》 

業務停止 免許取消し 

戒 告 

証拠・意見 
証拠・意見 

補 佐 尋 問 
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海難の発生と原因 

 

１ 海難の発生 

 

(1) 海難の発生状況 

 平成 20 年中に発生し、海難審判庁理事官が立件した海難（平成 20 年 1 月から 9 月まで）は

2,258 件 2,692 隻で、それに伴う死亡・行方不明者及び負傷者（以下「死傷者等」という。）

は死亡・行方不明者数が 117 人、負傷者数が 214 人となっています。また、海難審判所の理事

官が立件した海難（平成 20 年 10 月から 12 月まで）は 160 件 223 隻で、それに伴う死傷者等

は死亡・行方不明者数が 11 人、負傷者数が 40 人となっています。 

  

 海難種類別立件件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 1 月から 9 月まで          平成 20 年 10 月から 12 月まで 

 

 

 船種別立件隻数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗揚

527

衝突

292

衝突(単)
265機関損傷

244

遭難

587

その他

343

合計

2,258件

乗揚

35

衝突

59

衝突(単)
13

機関損

傷

15

遭難3

その他

35

合計

160件

貨物船
921

漁船

477
油送船

223

旅客船

221

引船・押

船

352

プレ

ジャー

ボート

207

その他

291

合計

2,692隻

貨物船

47

漁船

86
油送船

8

旅客船

9

引船・

押船10

プレ

ジャー

ボート

36

その他

27

合計

223隻

平成 20 年 1 月から 9 月まで 平成 20 年 10 月から 12 月まで 
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 船種別死亡・行方不明者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 1 月から 9 月まで          平成 20 年 10 月から 12 月まで 

 

 船種別負傷者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 1 月から 9 月まで          平成 20 年 10 月から 12 月まで 

 

 

 ※平成 20 年 10 月から 12 月までの海難審判所の理事官が立件した件数、隻数または死傷者等数は、同年 1 月か

ら 9 月までに海難審判庁理事官が行っていた立件に該当する事件より、次の事件を除いた数値となっており

ます。 

①浮流物接触（流木との接触など）、船底擦過、岸壁擦過など損傷が軽微な事件 

②懲戒の対象者の存在しない事件（船長等が死亡した事件、外国船のみの事故で水先人の乗船していない事

件など） 

漁船

74

プレ

ジャー

ボート

21

貨物船

10

遊漁船

6
その他

6

合計

117人

漁船

8

プレジャー

ボート

1

貨物船

1

その他

1

合計

11人

プレジャー

ボート

104

漁船

40

遊漁船

15

旅客船

16

その他

39

合計

214人

プレ

ジャー

ボート

13

漁船

10

遊漁船

5

旅客船1

その他

11

合計

40人
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主要な海難の概要 
 

 平成 20 年 1 月から 12 月までに発生した海難のうち申立てをした主な事件は以下のとおりで

す。 

 

管 轄 

 事件名 

 ≪発生年月日・発生場所≫ 

 事件概要 

那 覇 

交通船第七十八あんえい号乗客負傷事件 

 ≪平成 20 年 1 月 16 日 沖縄県波照間島北方沖合≫ 

 第七十八あんえい号(19 ﾄﾝ)は、沖縄県波照間漁港を発して同県
石垣港に向けて航行中、高起した波による急激な船体動揺で、着
座中の乗客が上方に跳ね上げられて座席に身体を打ち付けられ
た。 

 乗客 4 人が負傷した。 

横 浜 

護衛艦あたご漁船清徳丸衝突事件 

 ≪平成 20 年 2 月 19 日 千葉県野島埼南方沖合≫ 

 あたご(排水量 7,750 ﾄﾝ)は、ハワイ沖から横須賀港へ向け

航行中、清徳丸(7.3 ﾄﾝ)は、千葉県勝浦東部漁港を発し東京都

三宅島北方海域へ向け航行中、衝突した。 

 あたごは艦首部に擦過傷を生じ、清徳丸は二つに分断され、乗組員 2 人

が行方不明となり、のち死亡と認定された。 

神 戸 

油送船オーシャンフェニックス貨物船第五栄政丸貨物船ゴー

ルド リーダー衝突事件 

 ≪平成 20 年 3 月 5 日 瀬戸内海 明石海峡東部≫ 

 オ号(2,948 ﾄﾝ)は、千葉港から兵庫県東播磨港へ向け西行

中、栄政丸(496 ﾄﾝ)は、阪神港大阪区から兵庫県家島へ向け西行中、ゴ号

(ベリーズ籍、1,466 ﾄﾝ)は、阪神港堺泉北区から韓国ポハン港へ向け西行

中、明石海峡航路内で衝突した。 

 オ号は右舷船尾部外板に凹損、球状船首部に破口を生じ、栄政丸は左舷

中央部外板に凹損を生じ、ゴ号は右舷中央部外板に破口を生じた後沈没

し、乗組員 3 人が死亡、1 人が行方不明となった。 
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管 轄 

 事件名 

 ≪発生年月日・発生場所≫ 

 事件概要 

函 館 

遊漁船第八北斗丸遊漁船富丸衝突事件 

≪平成 20 年 5 月 18 日 北海道羽幌港北方沖合≫ 

 第八北斗丸(4.9 ﾄﾝ)は、北海道羽幌港北方沖合５海里付近の

釣り場へ向け北上中、富丸(9.95 ﾒｰﾄﾙ)は、漂泊中、衝突し

た。 

 第八北斗丸は、船首部に擦過傷を生じ、釣客 2 人が負傷し、富丸は、左舷

中央部外板に破口及び操舵室損壊を生じ、釣客 3 人が負傷した。 

仙 台 

旅客船やまびこ岩場衝突事件 

 ≪平成 20 年 5 月 19 日  宮城県東松島市宮戸島東岸東方沖合≫ 

 やまびこ(88 ﾄﾝ)は、松島港から宮戸島へ向け航行中、岩場

に衝突した。 

 右舷前部上甲板のフェンダーに擦過傷、船尾整流板の右舷

側及び右舷プロペラに曲損を生じ、乗組員 2 人及び旅客 13 人

が負傷した。 

長 崎 

旅客船フェリー美咲防波堤衝突事件 

≪平成 20 年 7 月 7 日 長崎県平漁港≫ 

 フェリー美咲(210 ﾄﾝ)は、霧により視界が制限されたなか、長

崎県平漁港に接近中、防波堤に衝突した。 

 船首上部を圧壊、球状船首に凹損を生じ、沖防波堤の上部に

コンクリートの剥離、旅客 4 人が負傷した。 

東 京 

漁船第二十二事代丸水産練習船わかしまね衝突事件 

 ≪平成 20 年 10 月 8 日  鳥取県境港防波堤灯台から 334 度 180 ﾒｰﾄﾙ≫ 

 第二十二事代丸(222 ﾄﾝ)は、境漁港から島根半島北方へ向け

航行中、わかしまね(196 ﾄﾝ)は、隠岐の島北方から境港へ向け

帰港中、衝突した。 

 第二十二事代丸は船首部に損傷を生じ、わかしまねは右舷外

板に破口を生じて浸水、その後沈没し、乗組員 1 人及び実習生 1 人が負傷し

た。 
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管 轄 

 事件名 

 ≪発生年月日・発生場所≫ 

 事件概要 

仙 台 

遊漁船第三十二東北丸遊漁船第五南天丸衝突事件 

≪平成 20 年 10 月 12 日 宮城県仙台塩釜港外≫ 

 第三十二東北丸(16 ﾄﾝ)は、遊漁を終えて仙台塩釜港塩釜区に

向けて西行中、第五南天丸(5.2 ﾄﾝ)は、遊漁の目的で漂泊中、衝突した。 

 第三十二東北丸は球状船首部に破口及び擦過傷を生じ、第五南天丸は操舵

室及び船尾右舷側外板に圧壊を生じ、船長及び釣客 5 人が負傷した。 

那 覇 

貨物船しゅり漁船航平丸衝突事件 

 ≪平成 20 年 10 月 23 日 沖縄県水納島灯台から 172 度 1.2 海里≫ 

 しゅり(9,813 ﾄﾝ)は、阪神港大阪区から那覇港へ向け航行中、

航平丸(14.73 ﾄﾝ)は、那覇港から硫黄鳥島へ向け航行中、衝突し

た。 

 しゅりは船首部付近に擦過傷を生じ、航平丸は船体後部を大破

し、同乗者 3 人が死亡した。 

東 京 

交通船うつみ防波堤衝突事件 

 ≪平成 20 年 11 月 16 日 岡山県宇野港第 2 突堤防波堤≫ 

 うつみ(7.3 ﾄﾝ)は、宮浦港から宇野港へ向け航行中、防波堤

に衝突した。 

 船首部及び左舷前部に凹損、左舷主機に移動等を生じ、乗組員 1 人及び従

業員 6 人が負傷した。 
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２ 裁決における原因 
 

平成 20 年には、707 件の裁決が言い渡されています。衝突が 265 件と最も多く、全体の 

37%を占めており、以下、乗揚が 136 件、機関損傷が 69 件、衝突（単）が 67 件、死傷等が 

64 件などとなっています。  

※平成 20 年に言い渡された裁決は、全て改正前の海難審判法に基づいて行われた裁決で

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

裁決の対象となった船舶は、1,034 隻となっています。船種別では漁船が 380 隻(37％)で

最も多く、海難種類別では衝突が 558 隻(54％)で最も多くなっています。また、裁決で「原

因なし」とされた船舶が 101 隻あり、これらを除いた 933 隻の原因総数は、1,220 原因とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摘示された原因をみると、「見張り不十分」が 369 原因(30％)で最も多く、次いで「航法不

遵守」が 122 原因(10％)、「居眠り」が 75 原因(6％)、「信号不履行」が 71 原因(6％)などと

なっています。（資料 1、2 表参照） 

〔注〕裁決では、1 隻の船舶について複数の原因を示すことがあります。 

海難種類別裁決件数 

0

50

100

150

200

250

300

（件）

265

67

136

3
32

7
21

2

69

17

64

1 10 13

船種別・海難種類別裁決隻数 
（単位：隻）

　　　　　海難種類

　船  種

衝
 
 

突

 
衝
突

（
単

）

乗
　
　
揚

沈
　
　
没

転
　
　
覆

遭
　
　
難

浸
　
　
水

火
　
　
災

爆
　
　
発

機
関
損
傷

施
設
等
損
傷

死
 

傷
 

等

安
全
・
運
航
阻
害

合
計

  旅　　　客　　　船　　 16 7 8 1 1 4 1 5 2 45

　貨　　　物　　　船 126 18 42 1 2 3 2 1 12 8 8 4 227

　油　　　送　　　船 28 2 10 1 2 2 5 2 52

　漁　　　　　　　 船 223 17 36 3 21 1 4 10 44 1 18 2 380

  引　　　　　　　 船 15 2 3 2 1 4 2 29

　押　　　　　　　 船 10 2 2 2 1 1 1 3 22

　作      業       船 5 1 1 5 12

  遊　　　漁　　　船 25 2 3 2 32

  はしけ（バージ） 9 2 2 1 1 15

  プレジャーボート 74 13 26 6 4 3 2 1 3 20 2 154

　交　　　通　　　船 3 2 2 2 9

　台　　　　　　　 船 7 1 1 2 11

　公　　　用　　　船 3 1 1 5

　瀬　　　渡　　　船 2 2 1 2 7

　そ　　　の　　　他 12 4 3 4 1 3 6 1 34

　合　　　　　　　 計 558 73 141 3 42 11 13 22 2 69 19 70 11 1,034
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旅 客 船 

旅客船は、44 件 45 隻で、前年の 48 件

49 隻に比べ 4 隻の減となっています。 

旅客船海難での死傷者計は 41 人にのぼ

り、うち 35 人の旅客が死傷しています。 

海難種類では、衝突が 16 隻(36％)と最

も多くなっており、旅客に死傷者が生じた

ものは死傷等で 3 隻、衝突（単）で 1 隻、

乗揚で 1 隻となっています。 

 

 

(1) 衝突 

衝突の 16 隻中、原因ありと

された 15 隻のうち、約半数の

8 隻で「航法不遵守」が原因と

されています。 

「航法不遵守」の詳細は、横 

切りの航法が 3 隻、港則法及び 

船員の常務が各 2 隻、追い越しの航法が 1 隻となっています。 

 

(2) 衝突（単） 

単独衝突の対象物は、岸壁 3、防

波堤 3、海上施設 1 となっており、

旅客が負傷した 1 隻は、「操船不

適切」が原因となっています。 

 

(3) 乗揚 

乗揚の 8 隻では、原因として「操船不適切」が 2 隻、「水路調査不十分」が 2 隻などとな

っており、旅客 1 人が負傷した 1 隻は、「針路の選定・保持不良」が原因となっています。 

 

(4) 死傷等 

死傷等の 5 隻では、旅客が負傷したもの 2 隻、旅客が死亡したもの、船員が負傷したもの

及び岸壁にいた釣人が負傷したものが各 1 隻となっており、旅客の負傷者 30 人を生じた 1

隻は、高速船の水中翼が波浪の斜面で飛び出して揚力を失い、船首部が落下して前方の波浪

の下方に突入し、旅客室前面の窓ガラスが破損して、負傷したものです。 

衝突の原因（15 隻 19 原因） 

衝突（単）の原因（7 隻 11 原因） 

衝突

衝突（単）乗揚

死傷等

遭難

施設等損傷

運航阻害

機関損傷・
火災

16隻(36%)

7隻(16%)8隻(18%)

5隻(11%)

5隻(11%)

1隻(2%)
1隻(2%)

2隻(4%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

船舶運航管理の不適切

信号不履行

速力選定不適切

見張り不十分

航法不遵守
8

6

2

2

1

0 1 2 3 4

船位不確認

速力選定不適切

見張り不十分

発航準備不良

船舶運航管理の不適切

操船不適切 4

2

2

1

1

1
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事実の概要 

Ｋ丸は、船長、一等航海士ほか 13 人が乗り組み、旅客 98 人及び車両 37 台を載せ、徳

島小松島港を発し、和歌山下津港に向かった。一等航海士は、出港操船を終えた船長から

船橋当直を引き継ぎ、甲板手とともに見張りにあたり、針路を 070 度に定め、15.0 ノッ

トの速力で自動操舵により進行した。衝突の 5 分前、右舷船首 44 度 1.8 海里のところに、

前路を左方に横切る態勢のＦ丸を視認、動静監視を開始し、その後同船と衝突のおそれの

ある態勢となったことに気付いたが、漁船は接近してから急に針路を変えることがあるの

で、もうしばらく様子を見ようと双眼鏡で監視していたところ、Ｆ丸の操舵室に人影を認

めたので、いずれ針路を転じて避航するものと思い、その進路を避けることなく続航し、

衝突した。 

Ｆ丸は、船長が単独で乗り組み、たい約 7 キログラムを漁獲した後、帰途に就いた。船

長は、操舵室の中央やや右側に立って見張りにあたり、針路を 337 度に定め、15.7 ノッ

トで手動操舵により進行した。衝突の 8 分前、左舷船首 43 度 3.0 海里にＫ丸を初認し、

その後、右舷船首に漁船を認めたので、同船が先に漁場を離れた弟の船かどうか確認する

ことに気をとられながら 

続航した。その後、Ｋ丸 

が前路を右方に横切り衝 

突のおそれがある態勢で 

接近したが、依然、右舷 

船首の漁船に気をとられ 

動静監視を十分に行わな 

かったので、このことに 

気付かず、有効な音響に 

よる信号を行う手段を講 

じていなかったので、避 

航を促す音響信号を行わ 

ず、更に間近に接近した 

が、衝突を避けるための 

協力動作をとらないまま 

衝突した。 

Ｋ丸：旅客船兼自動車航送船 2,571 ﾄﾝ 乗組員 15 人 旅客 98 人 車両 37 台 

   徳島小松島港 → 和歌山下津港 

   一等航海士：54 歳 三級海技士（航海）免許 海上経験 36 年 Ｋ丸一等航海士経験 5 ヶ月 

Ｆ丸：漁船 1.9 ﾄﾝ 乗組員 1 人 漁場（紀伊水道）→ 兵庫県沼島漁港  

    船  長：64 歳 小型船舶操縦士免許 海上経験 48 年 Ｆ丸船長経験 16 年 

発生日時場所：平成 19 年 11 月 5 日 14 時 26 分 紀伊水道 

気象海象   ：雨 北西風 風力 2 視程約 3 海里 上げ潮の末期

旅客船 K 丸 × 漁船 F 丸 衝突 

両船が互いに進路を横切る際、進路を避けずに衝突した 

事例 紀伊水道 
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事実の概要 

Ｊ丸は、機関長が操船に当たり、着桟前に船首側クラッチ操作ハンドルの遊びが大きく

なり同ハンドルの動きが軽くなっているのを認めたので、クラッチの位相調整を行う必要

があると判断し、着桟後、車両等の下船が終わるのを待って行うことにした。Ｊ丸は、船

長が上甲板の船尾側で、甲板員が同甲板の船首側で、それぞれ下船する車両等の誘導に当

たり、機関長は、車両等が下船したのを確認後、機関を運転したまま車両等を乗船させる

こととし、このままクラッチの位相調整を行うと、クラッチが入って推力を生じ、船首が

桟橋から離れるおそれがあったが、直ぐに終わる作業であるから、着桟中に行っても船体

が動くことはあるまいと思い、同調整を離桟後に行うなど、車両に対する安全確保の措置

を十分にとることなく、同調整を開始した。一方、甲板員は、桟橋で乗船する車両を誘導

していたところ、車両がランプウェイに向 

かっていたとき、ランプウェイ先端の左舷 

側が次第に後退して、車両の積み込みが危 

険な状態となっているのに気付いたが、運 

転者が容易に認識できるよう、身振りや運 

転席横の窓をたたくなどして、乗船中の車 

両を確実に制止する措置を十分にとらない 

まま、止まるよう声をかけながら同車両に 

駆け寄ったが、運転者は窓を開けていなか 

ったので、これに気付かず、自動車を発車 

させ、ランプウェイと桟橋との隙間から、 

海中に転落した。運転者はすぐに救助され 

たが、同乗者は潮流によって流され、その 

後引き揚げられたが、溺水による死亡と診 

断された。 

 

 

着桟中、車両に対する安全確保が不十分で、車両が海中に 

転落し、旅客が死亡した事例 広島県尾道糸崎港 

Ｊ丸：旅客船兼自動車渡船 125.69 ﾄﾝ 乗組員 3 人 旅客 5～6 人 車両 10 台 

   広島県尾道糸崎港第３区向島桟橋 → 同区尾道桟橋 

   船 長：77 歳 四級海技士（航海）（旧就業範囲）免許 海上経験 61 年  

      機関長：69 歳 六級海技士（航海）（履歴限定）免許 海上経験 49 年 Ｊ丸機関長経験 9 年 

   甲板員：55 歳 海上経験 1 年 

    安全統括管理者兼運航管理者：58 歳 

発生日時場所：平成 19 年 2 月 15 日 07 時 31 分 広島県尾道糸崎港第３区 

気象海象   ：晴 西風 風力 2 上げ潮の中央期 

安全統括管理者兼運航管理者 
クラッチの位相調整の実施時期についての

注意が遵守されているかを確認するなど、乗
組員に対する安全指導が徹底されていなかっ
た。 

落下 

旅客船 J 丸    旅客死亡 

後退 



海難の発生と原因 

 

 
平成 21 年版レポート 海難審判 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実の概要 

Ｓ丸は、船長、一等航海士ほか 3 人が乗り組み、旅客 208 人を乗せ、岡田港を発し、久

里浜へ向かった。船長は、岡田港北方沖合で増速し、艇走から翼走に切り換え、38.0 ノ

ットの速力とし、風速及び波高が運航基準に定める基準航行可能な範囲内の気象状況であ

ったので、第 1 基準航路を航行することとし、針路を 040 度に定め、一等航海士に操船を

委ねて進行した。一等航海士は、波浪の高低に応じて翼深度設定レバーの操作で翼深度調

整を行い、タッキングにより波高の低いところを選び針路を適宜に変えて航行する状況下、

平均進路が 038 度となって北上した。その後、前方 3 波ないし 4 波の波頭を見ながら翼走

中、一つの波の頂部を通過して突然、前方の三角波による波頭に隠れて目視し得ない深い

谷を伴う急峻な波浪に遭遇した際、どうすることもできず、船尾が持ち上げられると同時

に、船首水中翼が波浪の斜面で飛び出して揚力を失い、船首部が落下して著しいバウダウ

ントリムが生じ、前方の波浪の下方に突入し、水圧による衝撃で 1 階旅客室前面右舷側中

央寄りの窓ガラス 2 枚が破損、飛散し、旅客 30 人が顔面挫創、頭部挫創、腰部打撲など

負った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ丸：旅客船（ジェットフォイル） 279.56 ﾄﾝ 乗組員 5 人 旅客 208 人 

   伊豆諸島大島岡田港 → 神奈川県久里浜 

発生日時場所：平成 19 年 5 月 19 日 17 時 04 分 伊豆諸島大島北東方沖合 

気象海象   ：晴 南西風 風力 5 波高約 2m 上げ潮の中央期 海上風警報 

翼走中、波浪の下方に突入し窓ガラスが割れ、旅客が 

負傷した事例 伊豆諸島大島北東方沖合 

旅客船Ｓ丸    旅客負傷 
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貨 物 船 

貨物船は、206 件 227 隻で、前年の

160 件 180 隻と比べ 47 隻の増となって

います。 

海難種類では、衝突が 126 隻(56％)

で最も多く、次いで乗揚が 42 隻(18％)

などとなっています。 

また、衝突において 5 隻、乗揚にお

いて 3 隻、衝突（単）及び浸水におい

て各 1 隻が全損となっています。 

 

(1) 衝突 

衝突の 126 隻中、原因ありと

された 117 隻のうち、約 6 割に

あたる 71 隻で「見張り不十分」

が原因とされています。 

 「見張り不十分」の詳細は、見 

張りなし 5 隻で、相手船に気付か 

なかった 27 隻、動静監視不十分 

39 隻となっています。特に、「そのままで危険はないものと思

った」ことによる動静監視不十分が 34 隻あり、安易な判断や思

い込みから、危険を感じないまま接近し、衝突に至っています。 

 

(2) 乗揚 

 乗揚の 42 隻では、「居眠り」

が 18 原因、「船位不確認」が

11 原因、「服務に関する指揮・

監督の不適切」が 9 原因、「針

路の選定・保持不良」が 4 原因、

「水路調査不十分」が 3 原因な

どとなっています。 

居眠りにより乗り揚げた 18 隻 

のうち、17 隻が単独当直によるもので、その当直姿勢については、14 隻がいす等に腰掛

けた状態、3 隻が操舵スタンドなどに肘をついて立った状態でした。また、1 隻は 2 人当

直でしたが、1 人が居眠りしていることに気付かないまま、浅所に乗り揚げています。 

衝突の原因(117 隻 190 原因) 

見張り不十分詳細 

見張りなし 

5 隻 

相手船に気付か

なかった 27 隻 

動静監視 

不十分 39 隻 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

報告・引継の不適切

居眠り

速力選定不適切

服務に関する指揮・監督の不適切

信号不履行

航法不遵守

見張り不十分 71

45

27

15

12

7

7

6

乗揚の原因（42 隻 53 原因） 

0 5 10 15 20

その他

報告・引継の不適切

水路調査不十分

針路の選定・保持不良

服務に関する指揮・監督の不適切

船位不確認

居眠り 18

11

9

4

3

2

6

衝突

衝突（単）

乗揚機関損傷・火災・

爆発

死傷等

施設等損傷

転覆・浸水 安全・運航阻害

遭難

126隻(56%)

18隻(8%)

42隻(18%)

15隻(7%)

8隻(3%)

8隻(3%)

4隻(2%) 4隻(2%)

2隻(1%)
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事実の概要 

Ｅ丸は、一等航海士が、単独で船橋当直に当たり、針路を 290 度に定め、10.0 ノット

とし、自動操舵により進行中、周囲を見回したところ、付近に支障となる他船を認めなか

ったので、いすに腰を下ろし背もたれにもたれた姿勢で、当直を続けていたところ、眠気

を催すようになったが、発航前に十分休息をとっていたので、居眠りすることはないもの

と思い、いすから立ち上がって移動するなど、居眠り運航の防止措置を十分にとることな

く、居眠りに陥った。衝突の 3 分少し前、ほぼ正船首にＩ号の灯火を視認でき、その後、

同船とほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近したが、居眠りしてい

てこれに気付かず、同船の左舷側を通過できるように針路を右に転じることなく続航中、

衝突した。 

 Ｉ号は、一等航海士が甲板手 1 人を補佐につけて船橋当直に就き、針路を 111 度に定め、

9.0 ノットの速力で、自動操舵により進行し、衝突の 6 分前、ほぼ正船首に、Ｅ丸の灯火

を初認し、自船が同船に気付いていることを示すつもりで探照灯を点滅させて続航し、Ｅ

丸が、ほぼ正船首とな 

り、ほとんど真向かい 

に行き会い衝突のおそ 

れがある態勢で接近し 

たが、探照灯を点滅さ 

せて自船の存在を示し 

たことから、接近すれ 

ば、Ｅ丸が自船を避け 

るものと思い、同船に 

対する動静監視を十分 

に行わないまま、同船 

の左舷側を通過できる 

ように針路を右に転じ 

ることなく進行中、衝 

突した。 

 

 

貨物船どうしが、ほとんど真向かいに行き会う状況の中、 

針路を転じずに衝突した事例 和歌山県江須埼南西方沖合 

Ｅ丸：貨物船 313 ﾄﾝ 乗組員 4 人 鉄スクラップ約 1,000 ﾄﾝ 

   愛知県衣浦港 → 和歌山下津港 

   一等航海士：66 歳 四級海技士（航海）免許 海上経験 51 年 Ｅ丸一等航海士経験 2 年 

Ｉ号：貨物船 1,592 ﾄﾝ 乗組員 10 人 コークス及びフェロシリコン 1,703.9 ﾄﾝ 

   中華人民共和国天津新港 → 名古屋港 

    一等航海士：41 歳 海上経験 16 年 Ｉ丸一等航海士経験 1 ヶ月 

発生日時場所：平成 19 年 4 月 7 日 05 時 07 分 和歌山県江須埼南西方沖合 

気象海象   ：晴 無風 視界良好 

貨物船Ｅ丸 × 貨物船 Ｉ号 衝突 

居眠りに陥る 
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事実の概要 

Ｓ丸は、船長が霧となって視程が 200 メートルないし 300 メートルの中、操舵に当たり、

二等航海士を主レーダーの見張りに当たらせ、進行した。船長は、従レーダー画面を監視

しながら針路を 023 度に定め、7.0 ノットの速力で霧中信号を行うことなく手動操舵によ

り進行。衝突の 5 分前、正船首 1,080 メートルのところにＫ丸の映像を初めて視認し、間

もなく同映像にエコートレイルが映らないことから移動していないことを知り、同船と著

しく接近することを避けることができない状況であることを認めたが、もう少し接近して

から避航措置をとっても間に合うものと思い、針路を保つことができる最小限度の速力に

減じず、さらに視程が狭まってきたのを認めたものの、行きあしを停止することなく続航

し、衝突した。 

Ｋ丸は、前日に投入したかにかごを揚収するため、釧路港沖合に至り、ほぼ漂泊状態で

操業中、霧が濃くかかり視界制限状態となっていたが、霧中信号を行うことも、レーダー

による見張りを十分に行うこともしないまま、操業を続行。衝突の 5 分前、霧で視程が約

70 メートルばかりに狭まる状況の下、正船首 1,080 メートルのところにＳ丸のレーダー

映像を認めること 

 ができ、同船と著 

 しく接近すること 

 を避けることがで 

 きない状況であっ 

 たが、近くを航走 

 する他船は汽笛を 

鳴らすのでそれを 

聞いたら対処すれ 

ばよいと思い、レ 

ーダーによる見張 

りを十分に行わな 

いまま、Ｓ丸に対 

して汽笛を連吹す 

るなど注意喚起信 

号を行わずに衝突 

した。 

霧のため視界が制限された釧路港沖合で、貨物船と漁船が 

衝突した事例 北海道釧路港沖合 

Ｓ丸：貨物船 498 ﾄﾝ 乗組員 5 人 大豆粕 1,200.51 キロトン 

   京浜港横浜区 → 釧路港 

   船長：48 歳 四級海技士（航海）免許 海上経験 30 年 Ｓ丸船長経験 7 ヶ月 

Ｋ丸：漁船 9.87 ﾄﾝ 乗組員 4 人 釧路港沖合（漁場）において操業中 

    船長：59 歳 小型船舶操縦士免許 海上経験 38 年 Ｋ丸船長経験 29 年 

発生日時場所：平成 18 年 12 月 25 日 08 時 00 分 北海道釧路港沖合 

気象海象   ：霧 無風 高潮時 視程約 70m 

貨物船 S 丸 × 漁船 K 丸 衝突 

霧(視程約 70m) 
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事実の概要 

Ｕ丸は、船橋当直を航海士と各直に甲板長又は甲板手の 1 人をつけた 2 人当直体制とす

ることを慣例としていたが、船長は高松港における停泊中、賄いの買い出し等の雑用に従

事していたことからほとんど休息をとっていなかった。船長は、出港操船に引き続き船橋

当直の二等航海士及び甲板長とともに当直に立ち、自動操舵により進行したが、視界が良

好であったことから、甲板長が船内作業に就くことを許可したうえ、二等航海士に休息を

とらせることとし降橋させたのち、単独で当直にあたった。船長は、北上する貨物船のほ

か反航船を認めたことから、針路を 110 度に転じ、続航した。衝突の 30 分前、船長は北

上する貨物船が船尾方を左舷側に替わったのを確認し、その安心感から気が緩み、操舵室

内の暖房が効いていたこともあって、眠気を催すようになったことから、外気に当たって

眠気を覚まそうと、左舷ウイングに出たものの、寒くてすぐに同室内に戻り、依然眠気が

解消されない状況であったが、操舵室両舷側のドアを開け放ち、立った姿勢でいれば居眠

りすることはあるまいと思い、甲板長等を呼び戻して 2 人で当直にあたるなどの居眠り運

航の防止措置をとらないで、同室前面窓際の台に両肘を付き、顎を両手にのせて身体をも

たせかける姿勢で当直にあたるうち、いつしか居眠りに陥り、岩礁に乗り揚げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長が居眠りに陥り、岩礁に乗り揚げた事例 

紀伊半島西岸 

Ｕ丸：貨物船 5,818 ﾄﾝ 乗組員 13 人 コンテナ 327 個 

   香川県高松港 → 北海道苫小牧港 

   船長：59 歳 三級海技士（航海）免許 海上経験 44 年 Ｕ丸船長経験 2 年 

発生日時場所：平成 19 年 12 月 22 日 15 時 35 分 紀伊半島西岸 

気象海象   ：曇 無風 高潮時 視界良好 

貨物船Ｕ丸   乗揚 

 
船長、居眠り

に陥る・・ 
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 油 送 船 

油送船は、52 件 52 隻で、前年の 50

件 51 隻と比べ 1 隻の増となっています。 

海難種類では、衝突が 28 隻(54％)で

最も多く、前年に比べ 2 隻の増加とな

っています。次いで乗揚が 10 隻(19％)

となっており、前年に比べ 1 隻の減少

となっています。 

 

 

 

(1) 衝突 

衝突の 28 隻中、原因

ありとされた 27 隻のう

ち、約半数の 14 隻で

「見張り不十分」が原因

とされています。 

  「見張り不十分」の詳 

細は、見張りなし 1 隻、相手船に気付かなかった 8 隻、動静監 

視不十分 5 隻となっています。また、「航法不遵守」が 12 原因、 

「信号不履行」が 9 原因、「服務に関する指揮・監督の不適切」 

が 3 原因などとなっています。 

 

 

(2) 乗揚 

乗揚の 10 隻では、「服務に関する指

揮・監督の不適切」が 5 原因、「船位不確

認」、「針路の選定・保持 

不良」及び「居眠り」が各 

3 原因などとなっています。 

「服務に関する指揮・監 

督の不適切」が原因とされ 

た 3 隻はいずれも居眠りで 

「船長が当直者に対し、居 

眠り運航の防止についての指示をしなかった」ことが原因の一つとされています。 

衝突の原因（27 隻 42 原因） 

乗揚の原因（10 隻 17 原因）

死傷等

遭難浸水

機関損傷・火災 乗揚

衝突（単）

衝突

28隻(54%)

2隻(4%)

10隻(19%)7隻(13%)

2隻(4%)

2隻(4%) 1隻(2%)

見張り不十分詳細 

動静監視 

不十分 5 隻 

見張りなし

1 隻 

相 手 船 に気 付

かなかった 8 隻 

0 2 4 6 8 10 12 14

速力の選定不適切

報告・引継の不適切

服務に関する指揮・監督の不適切

信号不履行

航法不遵守

見張り不十分 14

12

9

3

2

2

0 1 2 3 4 5

報告・引継の不適切

操船不適切

船舶運航管理の不適切

居眠り

船位不確認

針路の選定・保持不良

服務に関する指揮・監督の不適切 5

3

3

3

1

1

1
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事実の概要 

Ｓ丸は、ベンゼンを積載する目的で、空倉のまま出港した。出港後、一等航海士は、い

つもの手順で貨物タンクのベンゼンのガスフリー作業を開始したが、着桟時刻が変更にな

ったことから、同時刻までに同作業が間に合わないのではないかと懸念し、開放状態とな

っていたカーゴハッチから各貨物タンク内の残液量を見て回ったところ、3 番貨物タンク

には両舷ともに残液があることを認めたので、ガスフリーファンによる強制通風だけでは

着桟時刻までにガスフリーを完了できないと判断したが、船長に対してこのことを報告せ

ず、上甲板で 3 番両舷貨物タンク内からベンゼン蒸気の強い臭気を感じる状況下、ベンゼ

ンに対応したガス検知管を備えていなかったので、有毒ガスの検知を行うことができず、

防毒マスクに吸収缶を取り付けて装着し、残液を拡散して蒸発させる作業のため、3 番右

舷貨物タンクに入り、同作業を行ったのち、引き続き 3 番左舷貨物タンクに入ったところ、

同タンク内に存在していた高濃度のベンゼン蒸気を吸引し、急性ベンゼン中毒による頭痛

等の身体の異常を覚えた。一等航海士は、作業を中止し、食堂に戻って横たわっているう

ち、いつしか意識を失った。また、一等航海士と連絡が取れずにその姿も見えないことか

ら船長、機関長及び機関員は船内を探していたところ 3 番左舷貨物タンクに入り、高濃度

のベンゼン蒸気を吸引して倒れた。その後、4 人は病 
院に搬送され、一等航海士は回復したが、他の 3 人は 

急性ベンゼン中毒により死亡した。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスフリー作業を行う際の安全管理が不適切で、乗組員が 

死傷した事例 東京湾北部 

Ｓ丸：ケミカルタンカー 263 ﾄﾝ 乗組員 4 人 空倉 千葉港 → 根岸製油所 

   一等航海士：46 歳 五級海技士（航海）(履歴限定)免許 海上経験 28 年  

Ｓ丸一等航海士経験 1 年 

   Ｓ社：海上貨物運送業者 

   運航管理者：59 歳 運航管理者経験 9 ヶ月 

発生日時場所：平成 18 年 5 月 22 日 12 時 07 分 東京湾北部 

気象海象   ：晴 風力 6 南南西風 上げ潮の末期 

ケミカルタンカーＳ丸 乗組員死傷 

Ｓ丸 

海上貨物運送業者は、乗組員の安全
に関する教育を十分に行っていなかった
ばかりか、ベンゼンに対応したガス検知
管を備えていなかった。 

運航管理者は、ガスフリー作業等の
安全管理基準を遵守するよう指導を徹
底していなかった。 

ガスが残留。

安全担当者(船長)は、ガスフリー
作業の短縮手順やガスフリーを完了
していない貨物タンクに入らないよ
う指示しなかった。 
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事実の概要 

Ｋ丸は、二等航海士及び次席二等航海士が当直に就き、針路を 248 度に定め、12.6 ノ

ットの速力で、自動操舵により進行した。当直交替に際し、船長は平素から当直維持の重

要性について十分に注意しているので、相直者が長時間降橋する必要が生じた際には、替

わりの者を呼ぶよう指示を徹底したり、眠気を催した際、2 人当直船なので居眠り運航は

あり得ないものと思い、居眠り運航の防止措置をとるよう指示して、船橋当直を維持する

措置を徹底することなく交替した。その後、二等航海士は、次席二等航海士に対し夜食を

摂るよう勧めて降橋したのち、単独で当直に当たり、針路を 250 度に転針して続航した。

次席二等航海士は夜食を食べながら洗濯を思いつき、次の狭水道まで間があり、二等航海

士が当直なので安全な航行に支障はないと思い、洗濯に取り掛かることとして直ちに昇橋

しなかった。二等航海士は、レーダーの左舷側の窓枠前部に両肘をつき、広げた両手に顎

を乗せて立った姿勢で当直に当たっていたところ、次の狭水道まで間があることと周囲に

他船がいないことで気が緩み、眠気を催したが、相直者が間もなく昇橋してくるものと思

い、同人を直ちに呼び戻すなど、居眠り運航の防止措置をとることなく進行中、いつしか

居眠りに陥 

り、乗り揚 

げた。 

船舶管理 

会社は、2 

人当直体制 

の重要性に 

ついて十分 

に認識させ 

るなど、船 

内運航手順 

書を遵守す 

るよう指示 

を徹底して 

いなかった。 

 

２人当直体制としていたが、１人が食事等で降橋している 

間に当直者が居眠りに陥り、乗り揚げた事例 山口県平郡島東岸

Ｋ丸：油送船 999 ﾄﾝ 乗組員 9 人 空倉 岡山県水島港 → 佐賀県伊万里港 

   船   長：57 歳 三級海技士（航海）免許 海上経験 41 年 Ｋ丸船長経験 13 年 

   二等航海士：46 歳 四級海技士（航海）免許 海上経験 24 年  

   次席二等航海士：41 歳 三級海技士（航海）免許 海上経験 20 年 Ｋ丸次席二等航海士 3 ヶ月 

   Ｓ社：船舶管理会社 

発生日時場所：平成 19 年 2 月 23 日 01 時 31 分 山口県平郡島東岸 

気象海象   ：小雨 風力 2 北北東風 下げ潮の初期 

油送船Ｋ丸  乗揚 

 居眠りに陥り、転針予定地点

に気付かず。 
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事実の概要 

Ｅ丸は、船長が、視界が悪化することはないものと思い、視界制限状態として報告すべ

き視程を具体的に指示せず、二等航海士に当直を交替した。交替時、二等航海士は、Ｔ丸

のレーダー映像を初めて探知したが、方位の変化を確かめるなど、レーダーによる動静監

視を十分に行わないまま続航した。その後、霧模様で視程が 1 海里以下となったが、周囲

の状況をもう少し把握してから報告すればよいと思い、船長に対し、視界制限状態となっ

たことを報告せず、霧中信号を行うことも、安全な速力に減じることもなく進行し、Ｔ丸

と右舷を対して航過するつもりで針路を左に転じた。その後も、Ｅ丸は、針路を保つこと

ができる最小限度の速力に減じることも、必要に応じて行きあしを止めることもせず続航

し、衝突した。 

Ｔ丸は、船長が視程が約 2 海里の状況下、次席一等航海士に対し、発航時に不安を感じ

れば早めに知らせるよう指示していたので、不安を感じる状況になれば報告があるものと

思い、視界制限状態となったときに報告するよう指示せず当直を交替した。次席一等航海

士は、その後、霧で視程 

が 0.3 海里以下の視界制 

限状態となったことを認 

めたが、船長に対し、同 

状態となったことを報告 

せず、霧中信号を行うこ 

とも、安全な速力に減じ 

ることもなく続航し、そ 

の後も、針路を保つこと 

ができる最小限度の速力 

に減じることも、必要に 

応じて行きあしを止める 

こともせずに続航し、衝 

突した。 

 

油送船と貨物船が、視界制限状態における運航が適切に 

行われないまま衝突した事例 千葉県野島埼東方沖合 

Ｅ丸：油送船 698 ﾄﾝ 乗組員 6 人 空倉 四日市港 → 鹿島港 

   船   長：57 歳 四級海技士（航海）免許 海上経験 41 年 Ｅ丸船長経験 2 年 

   二等航海士：42 歳 四級海技士(航海)(履歴限定)免許 海上経験 23 年 

Ｅ丸二等航海士経験 1 年  

Ｔ丸：貨物船 499 ﾄﾝ 乗組員 5 人 空倉 釜石港 → 木更津港 

   船   長：58 歳 四級海技士（航海）免許 海上経験 42 年 Ｔ丸船長経験 12 年 

   次席一等航海士：63 歳 三級航海士（航海）免許 海上経験 43 年  

発生日時場所：平成 18 年 8 月 11 日 00 時 05 分 千葉県野島埼東方沖合 

気象海象   ：霧 無風 低潮時 視程約 100m 海上濃霧警報 

油送船Ｅ丸 × 貨物船Ｔ丸 衝突 

当直交代

視程 1 海里以下

視程 0.3 海里以下 

霧(視程約 100m)
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漁   船 

漁船は、322 件 380 隻で、前年の 375 件

447 隻と比べ 67 隻の減となっています。 

海難種類では、衝突が 223 隻(58％)で最

も多く、次いで機関損傷・火災が 54 隻

(14％)、乗揚が 36 隻(9％)などとなってい

ます。 

死亡・行方不明者は、30 隻で 48 人にの

ぼり、その海難種類は衝突 11 隻、死傷等

14 隻、転覆 3 隻などとなっています。 

 

(1) 衝突 

衝突の 223 隻中、原因ありとさ

れた 206 隻のうち、170 隻(83％)

で「見張り不十分」が原因とされ

ています。 

「見張り不十分」の詳細は、見 

張りなし 60 隻、衝突直前まで相手 

船に気付かなかった 67 隻、動静監視不十分 43 隻となっています。 

 見張りを行っていなかった 60 隻では、操業、漁獲物選別、漁具

作業等を行っていたものが 45 隻となっており、「操業中は接近す

る他船が避けていくだろう」との思い込みなどにより、見張りの意

識が薄れて衝突しています。 

 

(2) 機関損傷・火災 

内訳は、機関損傷 44 隻、火災 10 隻で、機関損傷では「主機の整備・点検・取扱不良」が

30 原因、「潤滑油等の整備・点検・取扱不良」が 10 原因などとなっています。 

 火災では、電線の短絡・漏電など電気設備の整備・点検・取扱不良によるものが 7 隻とな

っており、その他木材を乾燥させる際、移動防止措置が不十分で主機サイレンサーに接触し

て発火したものなどが 3 隻となっています。 

 

(3) 乗揚 

 乗揚の 36 隻では、約半数の 20 隻で「居眠り」が原因とされています。居眠りが原因と

された 20 隻のうち、15 隻が 2 人以上乗り組んでいながら、眠気を催した際、2 人当直とす

るなど他の乗組員に当直を頼むことなく、居眠りに陥り、乗り揚げています。 

見張り不十分詳細 

衝突の原因（206 隻 253 原因） 

見張りなし 

60 隻 

相手船に気付かな

かった 67 隻 

動静監視 

不十分 43 隻 

0 50 100 150 200

その他

灯火・形象物不表示

服務に関する指揮・監督の不適切

速力選定不適切

居眠り

信号不履行

航法不遵守

見張り不十分 170

34

22

14

4

3

3

3

衝突

衝突（単）

乗揚機関損傷・火災

沈没・転覆・浸水

死傷等

運航阻害

遭難

施設等損傷

223隻(58%)

17隻(4%)

36隻(9%)54隻(14%)

28隻(7%)

18隻(5%)

2隻(1%)

1隻(1%)

1隻(1%)
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事実の概要 

Ｔ丸は、00 時 51 分、さんま約 100 ﾄﾝを獲て操業を終え、女川港に水揚げすることとし

て、満載状態で八戸港東方沖合の漁場を発進した。ところで、前日の正午には本州南岸沿

いに停滞中の前線上に発生した低気圧が北上中の台風の影響を受けて、急速に発達しなが

ら本州南岸沿いを北上するようになり、その後、台風 16 号を吸収して、八丈島付近を約

10 ノットの速度で東北東方に進行していた。Ｔ丸は、針路を 218 度とし、大船渡湾沖合

から気仙沼湾沖合を南下するようになったが、このころ、女川港沖合では最大風速約 30

メートルの北東風が吹くようになり、港内に侵入した波によって入航した漁船が着岸でき

ないまま錨泊し、待機する状況となっ 

たが、海上暴風警報等が繰り返し発表 

される状況であっても、台風ではない 

から、なんとか女川港に入航できるも 

のと思い、満載状態で荒天海域を航行 

する際の危険性を適切に判断せず、付 

近の安全な港で避泊することなく進行 

した。その後、暴風と高起した波を船 

体左舷側斜め後方から受ける態勢で進 

行し、遭難の 2 分前、188 度の針路に 

転じて、間もなく、次第にウェルデッ 

キに打ち込んだ海水が滞留して船体傾 

斜が増大し、船体前部が放水口上端ま 

で沈下して航行不能に、その後、主機 

が停止し漂流状態となり、険礁に乗り 

揚げた。のちに乗組員 9 人が遺体で発 

見されたが、7 人は行方不明のまま、 

のち死亡と認定された。 

 

 

 

 

 

荒天下、大量の海水が船内に滞留、航行不能に陥り、険礁 

に向けて漂流した事例 宮城県女川港沖合

Ｔ丸：漁船(さんま棒受け網漁) 198 ﾄﾝ 乗組員 16 人 さんま約 100 ﾄﾝ 漁場 → 女川港 

   Ｙ社：水産業 

発生日時場所：平成 18 年 10 月 6 日 21 時 07 分 宮城県女川港沖合 

気象海象   ：雨 北東風（最大風速 25m）有義波高 7.7m 宮城県全域に大雨・洪水警報 

東部仙台、石巻地域、気仙沼地域に暴風・波浪・高潮警報 

漁船Ｔ丸  遭難 

船舶所有者 
安全運航の確保に対する具体的な関与が
不十分で、女川港周辺海域の気象・海象
状況の変化を把握しておらず、安全な港
で避泊するようＴ丸に指示せず。 

北東風 

(最大風速 25m) 

有義波高

7.7m 

宮城県全域に大雨・洪水
警報、東部仙台、石巻地
域、気仙沼地域に暴風・
波浪・高潮警報が発令。

推定時刻 
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事実の概要 

Ｈ丸は、操業を繰り返すうち、船体振動、湿気とほこりが多い船内環境での長期使用に

よる電気部品の劣化などにより、いつしか食堂の電気設備において、電線被覆の絶縁劣化

による漏電、電線端子接続部の緩みよる発熱、コンデンサなど電気部品の劣化による発熱

などいずれかの不具合が生じるようになった。船長は、これより前の中間検査で、機関室

配電盤の遮断器２個に、ごみの付着と発錆によって絶縁不良及び作動不良が認められ、電

気業者に取替え修理を依頼しており、湿気とほこりが多い船内環境で、他の電気設備にお

いても火災につながる不具合が生じるおそれがあることを予測できる状況であったが、電

気設備に不具合が生じれば電気業者に修理を依頼すればよいと思い、出漁前整備において

電気設備の整備を依頼しなかったばかりか、その後機関長に対し、食堂の電気機器の目視

及び触手点検、分電盤電線端子接続部の緩みの有無点検並びに機関室配電盤のアースラン

プ点検などの日常点検を十分に行うよう指示していなかった。Ｈ丸は、漁場において操業

を繰り返し行っていたところ、前示不具合が進行していた電気設備から発火して燃え広が

り、食堂が火災となった。火災の結果、居住区画、補機室など船体後部が全焼して運航不

能となり、乗組員 3 人が遺体で発見され、甲板員 1 人が熱傷を負った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食堂の電気設備の点検が十分になされないまま、給電が 

続けられ、火災となった事例 北海道天売島西方沖武蔵堆 

Ｈ丸：漁船(いか一本釣り漁業) 163 ﾄﾝ 乗組員 7 人 漁場（天売島西方沖武蔵堆） 

   船長兼漁ろう長：44 歳 五級海技士（航海）免許 海上経験 25 年 Ｈ丸船長経験 6 年 

発生日時場所：平成 19 年 7 月 27 日 09 時 03 分 北海道天売島西方沖武蔵堆 

気象海象   ：曇 風力 5 西風 

漁船Ｈ丸  火災 

Ｈ丸 
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事実の概要 

Ｍ丸は、漁場で定置網の片付け作業を終え、付近に数隻の遊漁船などが点在する状況下、

前路を一瞥したのみで、発進した。船長は、発進したとき、正船首方に漂泊しているＫ丸

を視認できる状況であったが、両舷前方に視認していた遊漁船各 1 隻以外に前路に他船は

いないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかったため、その存在に気付かないまま、

針路を 272 度に定め、手動操舵により 16.5 ノットの速力で進行した。その後、増速に伴

って船首部が浮上し、船首方に死角が生じる状況となり、衝突の 30 秒前、Ｋ丸に向けて

衝突のおそれのある態勢で接近していることが分かる状況となったものの、船首を左右に

振るなどして死角を補う見張りを十分 

に行わなかったため、Ｋ丸の存在に気 

付かないまま衝突した。 

Ｋ丸は、衝突地点付近にて漂泊状態 

とし、救命胴衣を着用していない釣客 

に、その着用を促すことなく、船釣り 

を行わせた。衝突の 2 分前、左舷船尾 

方にＭ丸を視認し、間もなく同船が自 

船に向かう態勢であることを知ったも 

のの、いずれ転針して自船を避けて行 

くことに期待し、その接近状況を見守 

った。その後、自船に近づいたＭ丸を 

認め、衝突のおそれのある態勢で接近 

してくることを知ったが、間もなく同 

船が避航動作をとるものと思い、直ち 

に警告信号を行うことも、さらに間近 

に接近する状況となっても、機関を前 

進にかけるなどして衝突を避けるため 

の措置をとることもなく漂泊を続け衝 

突した。衝突の結果、Ｋ丸は沈没し、 

釣客 3 人のうち、2 人が両側肋骨骨折 

等を負い、1 人が行方不明となり、の 

ち死亡と認定された。 

前路の見張りを十分に行わないまま、遊漁船と衝突した 

事例 北海道知床半島北西岸沖合 

Ｍ丸：漁船(定置漁業)  19 ﾄﾝ 乗組員 2 人 定置網 → 宇登呂漁港 

   船長：57 歳 小型船舶操縦士免許 海上経験 31 年 Ｈ丸船長経験 11 年 

Ｋ丸：遊漁船 5.7 ﾄﾝ 乗組員 1 人 釣客 8 人 漂泊中 

   船長：75 歳 小型船舶操縦士免許 海上経験 56 年 Ｋ丸船長経験 18 年 

発生日時場所：平成 19 年 9 月 15 日 10 時 30 分 北海道知床半島北西岸沖合 

気象海象   ：曇 無風 低潮時 視界良好 

漁船Ｍ丸 × 遊漁船 K 丸  衝突 
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プレジャーボート 

プレジャーボートは、136 件 154 隻で、

前年の 163 件 182 隻と比べ 28 隻の減と

なっています。 

海難種類では、衝突が 74 隻(48％)で

最も多く、前年の 99 隻に比べ 25 隻の

減となっています。 

死亡者は、12 隻で 13 人に及び、その

海難種類は死傷等 7 隻、衝突 4 隻、転

覆 1 隻となっています。 

 

(1) 衝突 

衝突の 74 隻中、原因ありとされた 66 隻のう

ち、49 隻(74％) で「見張り不十分」が原因と

されています。 

「見張り不十分」の詳細は、見張りなし 22 

隻、衝突直前まで相手船に気付かなかった 12 

隻、動静監視不十分が 15 隻となっています。 

 錨泊・漂泊中に衝突したものは衝突全体の約 6 割の 45 隻あり、 

そのうち 19 隻において死傷者が生じ、うち 13 隻で「見張り不十

分」が原因とされています。 

死傷者を生じた 13 隻の見張り不十分の詳細は、「釣りに集中

していた」などによる見張りなしが 9 隻、相手船を初認したもの

の、その後「相手船が避けると思った」ことなどによる動静監視

不十分が 4 隻となっています。 

 

(2) 死傷等 

  死傷等では、危険な操縦を中止し 

なかったことなどの「操船不適切」 

が 11 原因、「速力の選定不適切」 

が 3 原因などとなっています。 

  死傷等の形態は、曳航物搭乗者の負傷 8 隻、 

海中転落 6 隻、遊泳者との接触 2 隻、プロペ 

ラ接触 1 隻、船体動揺による転倒 1 隻、パラ 

セーリング中墜落して他船と衝突が 1 隻、機関の誤始動の防止装置がされないまま同乗者

だけで始動がなされ消波ブロックに衝突が 1 隻となっています。 

衝突の原因（66 隻 74 原因）

死傷等の原因（20 隻 22 原因）

見張り不十分詳細

運航阻害

衝突

衝突（単）

乗揚死傷等

転覆・浸水

施設等損傷

遭難

火災・爆発

74隻(48%)

13隻(8%)
26隻(17%)20隻(13%)

9隻(6%)

4隻(6%)

3隻(2%)

2隻(1%)

3隻(2%)

0 10 20 30 40 50

その他

操船不適切

信号不履行

航法不遵守

見張り不十分 49

11

5

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

その他

見張り不十分

航法不遵守

気象・海象に対する配慮不十分

操舵装置・航海計器の整備・取扱不良

旅客・貨物等積載不良

速力の選定不適切

操船不適切 11

3

1

1

1

1

1

3

見張りなし 

22 隻 

動静監視 

不十分 15 隻 

相手船に気付かな

かった 12 隻 
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事実の概要 

Ｇ丸は、船長が 1 人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、いずれも救命胴衣を着用し、遊走

の目的で和歌山下津港内にある名草ノ浜の海岸を発航し、和歌山マリーナシティ南方海域

に向かった。船長は、衝突の 5 分前、衝突地点付近に至り、しばらく同地点付近を遊走し

たのち、機関を中立として漂泊しながら同乗者と談笑を始めた。衝突のわずか前、船尾方

を遊走していたＤ丸が、左舷船尾から自船に向首接近したが、前方を向いていたので、こ

のことに気付かないままＤ丸の船首船底部が、Ｇ丸の左舷船尾部に衝突したのち同船を乗

り切った。 

Ｄ丸は、船長が、単独で遊走をしていたところ、衝突のわずか前、漂泊中のＧ丸を視認

し、同船の寸前まで接近して急旋回し、しぶきを浴びせて驚かせるつもりで、針路をＧ丸

に向首する 022 度に定めて毎時 25 キロメートルの速力で同船に接近し、衝突直前、ハン

ドルを左一杯としたが、Ｄ丸は、旋回しないまま衝突した。衝突の結果、Ｇ丸の船長及び

同乗者が上顎洞骨折等を、Ｄ丸船長が左上顎骨骨折等をそれぞれ負った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急旋回による危険な操縦により、水上オートバイ同士が 

衝突し、負傷者が発生した事例 和歌山下津港海南区第 2 区 

Ｇ丸：水上オートバイ 0.2 ﾄﾝ 乗組員 1 名 同乗者 1 名 漂泊中 

Ｄ丸：水上オートバイ 0.1 ﾄﾝ 乗組員 1 名 遊走中 

   船長：25 歳 小型船舶操縦士免許 Ｄ丸船長経験 1 年 8 ヶ月 

発生日時場所：平成 19 年 6 月 27 日 14 時 15 分 和歌山県和歌山下津港海南区第 2 区 

気象海象   ：晴 無風 上げ潮中央期 

 
水上オートバイＧ丸 × 

水上オートバイＤ丸   衝突 

 今までも同じような
操縦で他船と衝突す
ることがなかったか
ら、今回も衝突する
こ と は な い だ ろ
う・・・。 
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事実の概要 

Ｔ丸は、船長が遊泳専用水域外で単独で操縦していたところ、遊泳専用水域にいた数人

の遊泳者から声をかけられたことから知り合いとなり、遊泳者を１人ずつ順にＴ丸に同乗

させ操縦させることにした。船長は、無資格の同乗者に操縦させると、操縦に不慣れなこ

とから、誤ってスロットルレバーを強く握ってＴ丸が暴走し、隣接する遊泳専用水域に侵

入する危険があったが、簡単に操縦方法を説明していつでも操縦を替われる態勢でいれば

大丈夫と思い、自ら操縦することなく、無資格の同乗者に両グリップを握らせ、ハンドル

から手を放して同乗者の救命胴衣 

の左肩部をもって身体を支えなが 

ら、同乗者に操縦を行わせた。そ 

の後、発進地点に戻ることとし、 

針路を 230 度としたところ、発進 

地点を通過したことに気付いた同 

乗者が、船体を停止させようと、 

ブレーキをかけるつもりで誤って 

右手のスロットルレバーを強く握 

り込んだことでＴ丸が急加速して 

暴走し、その弾みで船長がバラン 

スを崩して海中に転落した。転落 

のはずみで、左にハンドルをとら 

れたＴ丸は時速 35.0 キロの速力 

で遊泳専用水域に侵入し、遊泳者 

3 人に接触し、遊泳者 1 人は頭部 

打撲を負ったことにより溺死、ほ 

か 2 人は頭部打撲等の重軽傷を負 

った。 

 

 

 

 

 

 

無資格の同乗者に操縦を行わせたため、同乗者が操縦を誤っ 

て、遊泳専用水域に侵入して、遊泳者を死傷させた事例 大阪府貝塚市二色の浜海水浴場 

Ｔ丸：水上オートバイ  2.72m 乗組員 1 人 同乗者 1 人 二色の浜海水浴場にて遊走中 

   船長：39 歳 小型船舶操縦士免許(平成 8 年取得) 

発生日時場所：平成 17 年 7 月 23 日 15 時 05 分 大阪府貝塚市二色の浜海水浴場 

気象海象   ：晴 風力 3 北西風 低潮時 

水上オートバイＴ丸  遊泳者死傷 

特殊小型船舶に乗船するとき
は、自らが操縦することが規則
で決められています。 

操縦ハンドル 

スロットルレバー 

右グリップ 
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事実の概要 

Ｒ丸は、新山下の桟橋を発し、臨港パーク沖合にて花火見物をした後、汽車道の護岸で

同乗者 3 人を乗船させ、山下公園沖合に至り夜景見物を行った。衝突の 2 分少し前、横浜

ベイブリッジまで航走することとし、横浜航路に向け徐々に右旋回しながら北上して増速

し、船首が 050 度を向いたとき、右舷船首方に横浜東水堤北端を示す簡易標識灯の緑色閃

光及び左舷船首方に横浜東水堤灯浮標の緑色閃光を視認することができ、そのまま右旋回

を続けると横浜東水堤に接近する状況にあったが、横浜ベイブリッジの明かりを見ること

に気をとられ、立ち上がって操縦するなど船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかっ

たので、同水堤に接近していることに気付かないまま進行し、速力を 15 ノットまで増速

したとき、同水堤が迫っているのを認め、左舵一杯をとったが及ばず衝突した。衝突の結

果、Ｒ丸の船首部は圧壊、船長及び同乗者が捻挫等を負った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船首方の死角を補う見張りが不十分で、防波堤に衝突した 

事例 京浜港横浜区第１区 

Ｒ丸：モーターボート 7.45m 乗組員 1 人 同乗者 6 人 港内にて航送中 

   船長：35 歳 小型船舶操縦士免許(平成 18 年取得) 

発生日時場所：平成 19 年 6 月 2 日 21 時 59 分 京浜港横浜区第１区 

気象海象   ：晴 風力 3 南南西風 下げ潮中央期 視界良好 

モーターボートＲ丸  防波堤衝突 

橋の明かりに気
をとられ...。 



コラム 
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☆☆ホホーームムペペーージジアアドドレレススははここちちららかからら↓↓  
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◎コラム 

海難審判所では、ニュースレターを発刊して、主な海難の事例を紹介し、全国の審判所で言

い渡された海難の裁決をホームページに掲載するなど、海難防止に寄与する情報の提供を行っ

ています。 

 

１ ＪＭＡＴニュースレター 

海難の事例を広く周知し、海難防止対策に役立ててもらうことを 

目的として、海難審判所では、ＪＭＡＴニュースレターを発刊し、 

社会的影響の大きい事件などの裁決事例をとりあげ、どのようにし 

て海難が起こってしまったのか、海難の再発防止に向けてどのよう 

なことに注意すべきかなど、わかりやすい解説を加えながら、随時、 

情報の配信をしていく予定です。 

ＪＭＡＴニュースレターの配信希望は、下記ホームページから行 

うことができます。 

 

２ 講師の派遣 

海難審判所では、皆様からの依頼に基づき、海難防止にか

かる講演会や講習などに、全国に配置している審判官や理事

官を講師として派遣しています。 

最近の海難の事例をもとに、地域や各船種に特化した海難

防止策など、講演の目的に応じて講義を行っています。 

講師派遣のご希望がありましたら、お近くの海難審判所ま

でお気軽にご相談下さい。 

 

３ 海難審判所ホームページ 

海難審判所のホームページでは、海難審判制度の紹介や審判手続きの案内を掲載しているほ

か、過去3年間に言い渡された海難の裁決を発生場所や事件種類、船舶種類に区分けをして公表

しています。 

なお、この「平成 21 年版レポート 海難審判」 

は、海難審判所のホームページでもご覧いただけ 

ます。 

【講演の様子】 

【イメージ図】 
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平成 21 年版レポート 海難審判を利用するにあたって 

 平成 20 年 10 月 1 日に海難審判庁から海難審判所へ組織改編したことにより、平成 21

年版レポート 海難審判において計上した立件及び申立て数は以下のとおりとなってい

ますので、利用にあたっては、ご留意願います。 

平成 20 年 1 月から 9 月までは、海難審判庁理事官が海難の発生原因を明らかにするた

め立件及び申立てした数値を、同年 10 月から 12 月までは、海難審判所の理事官が海技

従事者等の職務上の過失等によって海難が発生したことを明らかにするため立件及び申

立てした数値をそれぞれ掲載しております。 

※平成 20 年 10 月から 12 月までの数値は、海難審判庁理事官が行っていた立件及び申立

てに該当する事件より、次の事件を除いた数値となっております。 

①浮流物接触（流木との接触など）、船底擦過、岸壁擦過など損傷が軽微な事件 

②懲戒の対象者の存在しない事件（船長等が死亡した事件、外国船のみの事故で水先

人の乗船していない事件など）
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資料 1 平成 20 年 海難種類別海難原因分類 

 

（単位：原因数） 

衝

突

衝

突

（

単

）

乗

揚

沈

没

転

覆

遭

難

行

方

不

明

火

災

爆

発

機

関

損

傷

属

具

損

傷

施

設

等

損

傷

死

傷

等

安

全

阻

害

運

航

阻

害

浸

水

合

計
4 4 3 1 4 1 1 2 3 14 37

船体・機関・設備の構造・材質・修理不良 1 8 1 2 1 13

3 1 1 1 3 9

4 24 7 35

1 3 21 2 1 1 29

7 9 5 8 1 1 11 42

20 29 3 2 54

350 11 1 3 4 369

21 9 43 2 75

1 1 2

4 6 9 4 2 25

2 1 1 2 1 2 9

1 1 2 3 3 10

12 12

71 71

23 5 1 1 8 38

120 2 122

1 3 2 4 44 1 3 58

1 1 1 4 1 17 1 2 5 33

1 1 13 3 18

10 2 12

3 2 1 21 27

1 4 14 19

6 6 12

22 1 18 1 1 10 2 55

11 5 16

3 1 4

1 1

1 1 1 1 2 7 13

647 77 164 4 41 13 26 5 87 22 104 2 10 18 1,220

265 67 136 3 32 7 21 2 69 17 64 1 10 13 707

558 73 141 3 42 11 22 2 69 19 70 1 10 13 1,034

488 67 137 3 34 7 21 2 69 17 64 1 10 13 933

電気設備の整備・点検・取扱不良

甲板・荷役等作業の不適切

　　　　　　　　　　　　　　　事　件　種　類

海　難　原　因

速力の選定不適切

錨泊・係留の不適切

見張り不十分

操舵装置・航海計器の整備・取扱不良

気象・海象に対する配慮不十分

荒天措置不適切

灯火・形象物不表示

船舶運航管理の不適切

発航準備不良

針路の選定・保持不良

操船不適切

水路調査不十分

潤滑油等の管理・点検・取扱不良

船位不確認

居眠り

航法不遵守

信号不履行

主機の整備・点検・取扱不良

補機等の整備・点検・取扱不良

漁労作業の不適切

服務に関する指揮・監督の不適切

裁 決 の 対 象 と な っ た 船 舶 隻 数

不可抗力

旅客・貨物等積載不良

海 難 の 原 因 あ り と さ れ た 船 舶 隻 数

報告・引継の不適切

火気取扱不良

その他

合　　　　　計

裁 決 件 数

※裁決では、1隻の船舶について複数の原因を示すことがあります。 
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資料 2 平成 20 年 船種別海難原因分類 

 

（単位：原因数） 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船　　　種

海　難　原　因

旅

客

船

貨

物

船

油

送

船

漁

船

引

船

押

船

作

業

船

は
し
け

（
バ
ー

ジ

）

台

船

交

通

船

水

先

船

公

用

船

遊

漁

船

瀬

渡

船

プ
レ
ジ
ャ
ー

ボ
ー

ト

そ

の

他

合

計

船舶運航管理の不適切 8 12 1 6 3 2 1 1 3 37

船体・機関・設備の構造・材質・修理不良 6 4 2 1 13

発航準備不良 2 2 2 3 9

水路調査不十分 2 5 3 4 1 1 17 2 35

針路の選定・保持不良 3 5 3 4 1 1 1 2 9 29

操船不適切 6 6 1 5 2 2 1 1 17 1 42

船位不確認 2 20 4 11 3 1 1 2 1 8 1 54

見張り不十分 7 76 14 176 6 3 3 1 23 3 53 4 369

居眠り 28 3 39 1 1 1 2 75

操舵装置・航海計器の整備・取扱不良 1 1 2

気象・海象に対する配慮不十分 1 4 7 1 2 1 8 1 25

錨泊・係留の不適切 1 1 1 1 5 9

荒天措置不適切 3 2 2 1 1 1 10

灯火・形象物不表示 3 3 3 2 1 12

信号不履行 2 27 9 21 4 1 2 5 71

速力の選定不適切 4 13 3 4 1 2 1 1 5 4 38

航法不遵守 8 45 12 34 4 3 1 1 1 12 1 122

主機の整備・点検・取扱不良 3 8 3 39 4 1 58

補機等の整備・点検・取扱不良 3 9 3 12 1 1 3 1 33

潤滑油等の管理・点検・取扱不良 3 4 10 1 18

電気設備の整備・点検・取扱不良 1 9 1 1 12

甲板・荷役等作業の不適切 1 8 4 5 4 2 3 27

漁労作業の不適切 19 19

旅客・貨物等積載不良 1 6 1 1 1 2 12

服務に関する指揮・監督の不適切 1 30 8 13 1 2 55

報告・引継の不適切 9 3 3 1 16

火気取扱不良 2 1 1 4

不可抗力 1 1

その他 1 7 1 4 13

合　　　  計 58 327 78 444 38 26 7 3 13 3 33 7 159 24 1,220

裁 決 の 対 象 と な っ た 船 舶 隻 数 45 227 52 380 29 22 12 15 11 9 5 32 7 154 34 1,034

海 難 の 原 因 あ り と さ れ た 船 舶 隻 数 43 218 50 362 26 19 6 2 9 3 30 7 142 16 933

※裁決では、1隻の船舶について複数の原因を示すことがあります。 
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資料 3 平成 20 年 発生水域別件数（理事官が立件したもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 1月から 9月まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 10 月から 12 月まで 

 

 ※平成 20 年 1 月から 9月までは海難審判庁理事官が、同年 10月から 12 月までは海難審判所の理事官がそ

れぞれ立件した件数。 

総件数

2,258

沿 岸 海 域

733(32%)

特 定 港

726(32%)

主 要 海 域

561(25%)

主要水道

99(4%)

河川・湖沼

46(2%)
領海外

93(4%)

領海内

2,165(96%)

総件数

160

沿 岸 海 域

66(41%)

特 定 港

39(24%)

主 要 海 域

36(23%)

主要水道

7(4%)

河川・湖沼

3(2%)

領海外

9(6%)

領海内

151(94%)
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資料 4 平成 20 年 特定港、湖・河川における海難種類別発生件数（理事官が立件したもの） 

（単位：件） 

　　　　　　　　 　事件種類
特定港

衝突
衝突
（単）

乗揚 沈没 転覆 遭難 浸水 火災 爆発
機関
損傷

死傷等
属具
損傷

施設等
損傷

安全・運
航阻害 合計

釧 路 8(1) 1 2 11(1)
苫 小 牧 1(1) 3 3 1 1 9(1)
室 蘭 2 1 1 1 5
函 館 2 1 1 2 1 7
小 樽 1 1 1(1) 3(1)
稚 内 1 1
青 森 3 3
八 戸 1 2 3
仙 台 塩 釜 3 1 3 2 1(1) 10(1)
秋 田 船 川 1 1 2
酒 田 2 2
小 名 浜 1 1 1 1 1 5
鹿 島 1 5 1 1 1 1 10
木 更 津 3 1 5 1 1 11
千 葉 3 5 17 6 1 8 1 2 43
京 浜 ( 東 京 区 ) 4 9(1) 8 5 2(1) 2 2(1) 32(3)
京 浜 ( 川 崎 区 ) 7 2 6 1 2 1 1 20
京 浜 ( 横 浜 区 ) 4 8 8 1 3 1 5 4 3 3 40
横 須 賀 1(1) 3 3(1) 2 1(1) 1(1) 11(4)
新 潟 1(1) 1 1 3(1)
伏 木 富 山 1 1
七 尾 1 1 2
清 水 1 2 3 1 1 1 9
衣 浦 4 6 1 2 1 2(1) 1 17(1)
名 古 屋 2 4 6 1 3 1 17
四 日 市 3(1) 1 2 1(1) 7(2)
舞 鶴 1 1
阪 南 3 1 4
阪 神 （ 大 阪 区 ） 2 4 16(2) 1 6 1 1 31(2)
阪 神 （ 神 戸 区 ） 4 6(1) 2 7 1 2 2 24(1)
阪神（尼崎西宮芦屋区） 2(1) 3(1) 5(1) 2 1 13(3)
阪 神 （ 堺 泉 北 区 ） 3 1 5 1 1 2(1) 1(1) 2 16(2)
東 播 磨 2 3 2 7
姫 路 2 4 4 2 1 13
和 歌 山 下 津 1 2 5 4 3 1 2 18

境 2(1) 3 1 1 7(1)
宇 野 2(1) 1 1 4(1)
水 島 4 6 12 3 1 26
福 山 1(1) 5 1 1 1 9(1)
尾 道 糸 崎 2 8 1 9 1 21

呉 2 2 1 8 3 16
広 島 1 6 8 1(1) 5 21(1)
岩 国 2 2
徳 山 下 松 4 6 2 1 1 1 15
宇 部 3 1 10 5 2 1 1 1 24
関 門 ( 若 松 区 ) 6 7(1) 7 12 1 3 3 1 40(1)
関 門 ( 若 松 区 外 ） 1(1) 10(1) 5 7 5(1) 2 30(3)
徳 島 小 松 島 1(1) 1 2(1)
坂 出 5 3 1 9
高 松 1 4 1 1 7
松 山 1(1) 4 4 1 10(1)
今 治 1 1 2 1 5
新 居 浜 5 1 1 7
高 知 2 2 2 6
博 多 1 1 3 1 1 1 8
長 崎 1 1 1(1) 2 1 6(1)
佐 世 保 1 1 1 3
大 分 2 6(1) 5 1 14(1)
鹿 児 島 2(1) 3 1 1 7(1)
喜 入 1 1 2
名 瀬 1 1
金 武 中 城 1 1 3 1 6
那 覇 1(1) 2(1) 4 1 2 2 12(2)
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　　　　　　　　 　事件種類
特定港

衝突
衝突
（単）

乗揚 沈没 転覆 遭難 浸水 火災 爆発
機関
損傷

死傷等
属具
損傷

施設等
損傷

安全・運
航阻害 合計

田 子 の 浦 1 1
む つ 小 川 原 1 1 1 1 4
伊 万 里 1 1 1 1 4
福 井 2 2
柳 井 1 1
三 田 尻 中 関 1 1
三 島 川 之 江 1 3 4 8
石 巻 3 1(1) 4(1)
日 立 2 1 1 4
三 河 1 2 1 1 5
合 計 82(10) 169(9) 204(7) 2 10(1) 147 9(1) 6(1) 64(5) 21(2) 25 24(3) 2 765(39)
湖 ・ 河 川 10(1) 3 8 1 3 3 1 3 16(2) 1 49(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 5 平成 20 年 主要水道における海難種類別発生件数（理事官が立件したもの） 

（単位：件）

　　　　　　  事件種類
主要水道

衝突
衝突
（単）

乗揚 沈没 転覆 遭難 火災
機関
損傷

死傷等
属具
損傷

施設等
損傷

安全・運航
阻害 合計

浦 賀 水 道 9 2 6 3 20

伊 良 湖 水 道 1(1) 1 2(1)

明 石 海 峡 3 3(1) 8 1 3(1) 18(2)

友 ヶ 島 水 道 2 2 4

鳴 門 海 峡 6(1) 4 10(1)

直 島 水 道 1 1 1 1 4

来 島 海 峡 2 4 1 2 1 10

釣 島 水 道 1 1

音 戸 瀬 戸 1(1) 1 1 3(1)

大 畠 瀬 戸 1 1 1 3

上 関 海 峡 1 1 2

速 吸 瀬 戸 1 1

関 門 海 峡 6 1 2(1) 2 1 3 15(1)

倉 良 瀬 戸 6(1) 2 8(1)

平 戸 瀬 戸 1 3 1 5

合 計 30(3) 10(1) 28(2) 2 25 1 5 1 3(1) 1 106(7)
 

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難件数で内数 

注：事件が発生していない特定港は、掲載していない。 

＊海難発生件数の統計 

  理事官が海難を認知するには、海上保安官からの「海難発生通知書」または船長からの船員法
第 19 条による「海難報告書」などがあります。流木等の浮流物接触や軽度の船底接触などの比較
的軽微な海難は遭難又は乗揚の海難種類に含めて統計処理をしていますが、10月以降発生した比
較的軽微な海難については、除いて処理しています。 

 
※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難件数で内数 
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資料 6 平成 20 年 主要海域における海難種類別発生件数（理事官が立件したもの） 

（単位：件）
　　　　　　 事件種類
主要海域

衝突
衝突
（単）

乗揚 沈没 転覆 遭難 浸水 火災 爆発
機関
損傷

死傷等
属具
損傷

施設等
損傷

安全・運
航阻害 合計

津 軽 海 峡 2 2

陸 奥 湾 2 1 3

東 京 湾 4(1) 3 4 1 5 1(1) 4 4(1) 26(3)

伊 勢 湾 6 7 4 1 2 20

三 河 湾 1 1 1 3

紀 伊 水 道 8(2) 1 11(1) 5 1 1 3 1 31(3)

大 阪 湾 1 1(1) 7 3 12(1)

播 磨 灘 5(1) 1 24(3) 2 18 5 1 2 1 59(4)

備 讃 海 域 東 部 12(2) 4(1) 18 16 1 1 2 54(3)

備 讃 海 域 西 部 9 3 24(3) 1 24 4 3 1 69(3)

備 後 ・ 燧 灘 2 2 2 14 1 1 22

安 芸 灘 ・ 広 島 湾 16(3) 13 30(1) 1 1 55 2(1) 16 4 3 2 143(5)

伊 予 灘 11(4) 7(2) 1 16 3 2 40(6)

周 防 灘 7(1) 7 7 22 1 2 8(2) 1 1 56(3)

豊 後 水 道 6(2) 4 4(1) 6 2 7 3(1) 1 33(4)

島 原 湾 ・ 八 代 海 2 2 6(1) 1 6 5 1 1 24(1)

合 計 89(16) 43(1) 145(12) 3(1) 7 200 3(1) 9(1) 61(2) 14(1) 6 16(1) 1 597(36)

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難件数で内数 
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資料 7 平成 20 年 沿岸海域及び領海外における海難種類別発生件数（理事官が立件したもの） 

（単位：件）

　　　　　　　　事件種類
沿岸海域

衝突
衝突
（単）

乗揚 沈没 転覆 遭難 浸水 火災 爆発
機関
損傷

死傷等
属具
損傷

施設等
損傷

安全・運
航阻害 合計

雄 冬 岬 ～ 紋 別 2 2(1) 2 2 3(1) 1(1) 1 13(3)

紋 別 ～ 十 勝 川 口 2 2 1(1) 1 5 4 1 4 1 21(1)

十勝川口～白神岬 2 2 1(1) 5 1 6 1 1 1 20(1)

白 神 岬 ～ 雄 冬 岬 2(1) 2 2 2 1(1) 1 10(2)

尻 屋 埼 ～ 魹 ヶ 埼 1(1) 1 2(1) 2 4 2(1) 1 13(3)

魹ヶ埼～阿武隈川口 7(2) 1 2(1) 2 11(1) 2(1) 9 4 1 1 40(5)

阿武隈川口～犬吠埼 4 3 4 9 1 6 1 1 29

犬 吠 埼 ～ 野 島 埼 2 4 5 1 12

野島埼～天竜川口 10 7(1) 21 4(1) 35 1 9 4 1 92(2)

天竜川口～新宮川口 5(2) 10 1 18 1(1) 3 1 2 1 42(3)

新宮川口～日ノ御埼 9(2) 2 10(2) 3(1) 6 3(1) 33(6)

蒲生田埼～高茂埼 2(1) 3 13 4(1) 3 5 1 31(2)

竜 飛 埼 ～ 鼠 ヶ 関 1 1 1 1 1 5

鼠 ヶ 関 ～ 糸 魚 川 2 5 1 4 2 1 15

糸 魚 川 ～ 経 ヶ 岬 7(1) 1 8 5 7 8(1) 2 3 1(1) 42(3)

経 ヶ 岬 ～ 川 尻 岬 8(2) 1 17(1) 4 8 4 5 1 1 2(1) 51(4)

隠 岐 諸 島 1(1) 1 3 3 5 1 14(1)

川尻岬～烏帽子島 19(5) 1 10(1) 2 14 1 1 1(1) 3 52(7)

対 馬 列 島 3(1) 4(1) 1 2 10(2)

烏帽子島～坊ノ岬 19(4) 7 22(4) 15 1 4(1) 2(1) 10(1) 4 13 97(11)

坊 ノ 岬 ～ 鶴 御 埼 5(1) 2 13(1) 1 2(1) 17 1 4 5(2) 2 3 55(5)

南 西 諸 島 11(2) 13 25(1) 4(1) 17 1 1 10 9(1) 2 93(5)

南 方 列 島 3 1 3 1 1 9

合 計 123(26) 52(2) 174(13) 6(1) 25(5) 193(2) 3 17(3) 2(1) 101(5) 52(6) 36 11 4(2) 799(66)

領 海 外 17(3) 1 3(1) 1 4 22(1) 3(1) 8(1) 25(2) 6 9 1 2 102(9)

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難件数で内数 
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資料 8 平成 20 年 船種・海難種類別発生隻数（理事官が立件したもの） 

船種

事件種類

衝
突

衝
突

（
単

）

乗
揚

沈
没

転
覆

遭
難

浸
水

火
災

爆
発

機
関
損
傷

死
傷
等

属
具
損
傷

施
設
等
損
傷

阻
害

安
全
･
運
航

計
（
％

）

構
成
比

9 66(2) 17(2) 101 1 3 22(3) 5(1) 2 4(1) 230(9) 7(4)

183(25) 98(2) 313(13) 2 213 3 4(1) 93(4) 12(1) 24 19(1) 4 968(47) 33(20)

33(2) 20(2) 52(2) 76 4 1 29(1) 3(1) 11 2 231(8) 7(4)

237(53) 30(3) 41(8) 4 20(3) 34(2) 4(1) 26(3) 1 87(6) 40(4) 30 6(2) 3(1) 563(86) 19(38)

41(2) 18(1) 28(1) 2(1) 3 118(1) 10(1) 1 4 11 236(7) 7(3)

15(1) 22 46(1) 1 2 23 1(1) 8 2 3 3 126(3) 4(1)

13(1) 8 18 2 2 24 2 2 3(1) 1 4 79(2) 3(1)

14 12 26 8 3 2 2 67 2

18(3) 4 6 2 2 9 1 2 44(3) 2(1)

3 2(1) 1 1 3 1 1 12(1) 1(1)

1 1 2 1

16(4) 4 4(2) 1 2 1 2 5 35(6) 1(3)

26(10) 1 4(1) 1 1 2 3 38(11) 1(5)

2(1) 2(1) 1(1)

モーター
ボート 86(19) 11(1) 30(5) 2(1) 13(3) 1 3(1) 3(1) 4 16(1) 5 3(1) 177(33) 6(14)

水上
オートバイ 18 4(1) 2 2 12(1) 1 39(2) 1(1)

ヨット 1 7 4 1(1) 1 2 16(1) 1(1)

ボート 5 3 3 11 1

カヌー

小計 110(19) 15(2) 37(5) 2(1) 22(3) 1 3(1) 3(1) 1(1) 7 33(2) 6 3(1) 243(36) 9(16)

7 2 6 3 3 1 1(1) 2 4(1) 1 30(2) 1(1)

6 1 1(1) 1 9(1) 1(1)

733(121) 303(13) 600(36) 15(2) 58(6) 617(3) 20(3) 41(6) 2(1) 260(15) 113(11) 79 64(4) 10(2) 2,915(223) 100

漁   船

引   船

押   船

作業船

台   船

はしけ

交通船

水先船

計

公用船

瀬渡船

その他

不　詳

プ
レ
ジ
ャ
ー

ボ
ー

ト

遊漁船

旅客船

貨物船

油送船

（単位：隻）

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難隻数で内数 
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資料 9 平成 20 年 トン数・海難種類別発生隻数（理事官が立件したもの） 

（単位：隻）

　　総トン数 20 100 200 500 1,600 3,000 5,000 10,000

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 不詳 計

事件種類 100 200 500 1,600 3,000 5,000 10,000 30,000

衝     突 292(63) 30(3) 64(10) 70(8) 37(5) 29(4) 12(2) 26(2) 14(2) 14(3) 145(19) 733(121)

衝突（単） 41(4) 13 57(1) 67(2) 47 10 12(1) 13 13(1) 1(1) 29(3) 303(13)

乗     揚 103(12) 26(3) 119(1) 216(9) 49(5) 11 7 2 5 1 61(6) 600(36)

沈     没 10(1) 1(1) 4 15(2)

転     覆 32(3) 1(1) 1 1 1 22(2) 58(6)

遭     難 104(2) 57 188(1) 141 69 13 6 5 6 2 26 617(3)

浸　　水 6(2) 1 2 4 4 3(1) 20(3)

火     災 26(3) 3 3 1 1 1 1 2(1) 3(2) 41(6)

爆     発 2(1) 2(1)

機関損傷 37(2) 19(1) 69(5) 79(4) 29(1) 5 6 4 2(1) 3(1) 7 260(15)

死傷等 51(5) 2 5 5 7(3) 2(1) 3 1 2 35(2) 113(11)

その他 29(3) 15 28 32(1) 16(1) 4 8 1 2 18(1) 153(6)

合　　　計 731(100) 168(9) 533(18) 618(24) 259(15) 75(5) 53(3) 54(2) 44(4) 25(6) 355(37) 2,915(223)

構成比（％） 25(45) 6(4) 18(8) 21(11) 9(7) 2(2) 2(1) 2(1) 2(2) 1(3) 12(16) 100

20トン
未満

30,000
以上

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難隻数で内数 
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資料 10 平成 20 年 トン数・船種別発生隻数（理事官が立件したもの） 

（単位：隻）

船種

総トン数

20t　未
満

20
～
100

100
～
200

200
～
500

500
～

1,600

1,600
～

3,000

3,000
～

5,000

5,000
～

10,000

10,000
～

30,000

30,000
以上 不詳 計

構成比
(%)

46(2) 30 37(1) 23 47(2) 12 6(1) 11 16(2) 2(1) 230(9) 7(4)

5 242(8) 436(18) 122(9) 39(2) 30 40(2) 24(2) 17(5) 13(1) 968(47) 33(20)

4 15(1) 57(2) 57(1) 62(2) 16(1) 8 1 2 8(1) 1 231(8) 7(4)

400(73) 46(4) 58(3) 41(4) 3 15(2) 563(86) 19(38)

78(1) 32(2) 84(3) 36 1 5(1) 236(7) 7(3)

48(2) 16(1) 45 15 2 126(3) 4(1)

22 11 7 5 4 1(1) 2 27(1) 79(2) 3(1)

1 5 1 60 67 2

5 2(1) 1(1) 2 34(1) 44(3) 2(1)

8(1) 1 3 12(1) 1(1)

2 2 1

9(1) 2(1) 4(1) 6(1) 4 4(1) 2 4(1) 35(6) 1(3)

34(10) 1 3(1) 38(11) 1(5)

1 1(1) 2(1) 1(1)

モーター
ボート 58(10) 119(23) 177(33) 6(14)

水上
オートバイ 13 26(2) 39(2) 1(1)

ヨット 8 8(1) 16(1) 1(1)

ボート 11 11 1

カヌー

小計 79(10) 164(26) 243(36) 9(16)

8(1) 2 1 4(1) 2 13 30(2) 1(1)

1 8(1) 9(1) 1(1)

731(100) 168(9) 533(18) 618(24) 259(15) 75(5) 53(3) 54(2) 44(4) 25(6) 355(37) 2,915(223) 100計

瀬渡船

その他

不　詳

プ
レ
ジ
ャ
ー

ボ
ー

ト

旅客船

貨物船

油送船

漁   船

引   船

押   船

作業船

台   船

交通船

水先船

遊漁船

はしけ

公用船

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難隻数で内数 
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資料 11 平成 20 年 海難種類別・死傷者等の状況（理事官が立件したもの） 

(単位：人)
　　　　区  分

事件種類

死
亡

行方
不明

負
傷

死
亡

行方
不明

負
傷

死
亡

行方
不明

負
傷

死
亡

行方
不明

負
傷

衝    突 15(4) 1 56(15) 14(3) 32(4) 15(4) 1 102(22) 118(26) 30(51)

衝突（単） 4 16(3) 27(6) 2 21 6 64(9) 70(9) 18(17)

乗    揚 5(1) 1 4(2) 10(3) 10(3) 2(6)

沈    没 2 2 1 1 3 3 6 2

転    覆 11(1) 16 3 1 2 3 13(1) 16 7 36(1) 9(2)

遭    難 8(1) 2 8(1) 2 10(1) 2(2)

火    災 1(1) 1(1) 1(1) 1(2)

爆    発 3(1) 3(1) 6(2) 6(2) 2(4)

機関損傷 1 1 1 1

死傷等 37(3) 11(1) 16(3) 1 10(1) 10 38 47(3) 12(1) 64(4) 123(8) 32(16)

その他 1 1 1 1

小　　計 78(9) 33(2) 100(23) 1 2 53(10) 14 101(7) 93(9) 35(2) 254(40)

合　　計

構成比（％）

合　計
構成比
（％）

船　　員 旅　　客 その他 小　　計

382(51) 100
211(34) 56(10) 115(7) 382(51)

55(67) 15(19) 30(14) 100

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難による死傷者数等で内数 
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資料 12 平成 20 年 船種別・死傷者等の状況（理事官が立件したもの） 

（単位：人）
区　分

船種

死
亡

行方
不明

負
傷

死
亡

行方
不明

負
傷

死
亡

行方
不明

負
傷

死
亡

行方
不明

負
傷

1 1 16(1) 1 17(1) 18(1) 5(2)

8 3(1) 4(1) 1 8 3(1) 5(1) 16(2) 4(4)

1(1) 1 1 1(1) 2 3(1) 1(2)

56(8) 25 48(10) 1 2 57(8) 25 50(10) 132(18) 34(35)

1 2 1 2 3 1

1 3 1 3 4 1

1 2 1 2 2 4 1

1 3 1 3 4 1

1(1) 10(6) 11(7) 11(7) 3(14)

2(1) 6(1) 8(2) 8(2) 2(4)

2 4(2) 1 1 16(3) 2 5 1 20(5) 26(5) 7(10)

モーター
ボート

5 1(1) 23(6) 4 58(5) 9 1(1) 81(11) 91(12) 24(23)

水上オー
トバイ

3 1 5 3 23 6 1 28 35 9

ヨット 2 1(1) 1(1) 2 2(2) 4(2) 1(4)

ボート 2 3 1 3 3 6 9 2

小　 計 10 4(1) 32(7) 8 85(6) 18 4(1) 117(13) 139(14) 36(27)

1(1) 11 2 14(1) 14(1) 4(2)

78(9) 33(2) 100(23) 1 2 53(10) 14 101(7) 93(9) 35(2) 254(40)

100
合　計 211(34) 56(10) 115(7) 382(51)

その他

小　計
382(51)

公用船

遊漁船

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト

その他 小　　　計

台　船

引  船

作業船

構成比
（％）

はしけ

合計

旅　　客

交通船

旅客船

貨物船

油送船

漁  船

船　　員

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難による死傷者数等で内数 
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資料 13 平成 20 年 プレジャーボート海難の海難種類別発生隻数（理事官が立件したもの） 

（単位：隻）
船種

事件種類

衝 突 86(19) 18 1 5 110(19) 45(52)

衝 突 ( 単 ） 11(1) 4(1) 15(2) 6(6)

乗 揚 30(5) 7 37(5) 15(14)

転 覆 13(3) 2 4 3 22(3) 9(8)

死 傷 等 16(1) 12(1) 2 3 33(2) 14(6)

そ の 他 21(4) 3 2(1) 26(5) 11(14)

合 計 177(33) 39(2) 16(1) 11 243(36) 100

構 成 比 （ ％ ） 73(94) 16(6) 6 5 100

合計 構成比（％）
モーター
ボート

水上オート
バイ

ヨット ボート

 

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難隻数で内数 

 

 

資料 14 平成 20 年 プレジャーボート海難における死傷者等の状況（理事官が立件したもの） 

（単位：隻）
船種

事件種類

9 6 3 18 13

1(1) 1 2 4(1) 3(7)

81(11) 28 2(2) 6 117(13) 84(93)

91(12) 35 4(2) 9 139(14) 100

66(86) 25 3(14) 6 100

合 計

構 成 比 （ ％ ）

合計

死 亡

行 方 不 明

負 傷

構成比（％）
モーター

ボート
水上オート

バイ
ヨット ボート

 

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難隻数で内数 
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資料 15 平成 20 年 外国船関連海難の水域別発生件数及び隻数（理事官が立件したもの） 

特定港 主要水道 主要海域 沿岸海域 小　　計

件　数 35(1) 17(1) 26(3) 37(6) 115(11) 11(2) 126(13)

30(9) 15(9) 23(27) 32(55) 100

隻　数 39(2) 22(1) 27(3) 39(7) 127(13) 12(2) 139(15)

31(15) 17(8) 21(23) 31(54) 100

構成比
（％） 91(85)

　　　発生水域

区分

構成比
（％） 91(87)

9(15) 100

9(13) 100

領　　　　　海　　　　　内
領海外 計

 

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に立件した海難件数または海難隻数で内数 

 

資料 16 平成 20 年 外国船の主な国及び地域別隻数（理事官が立件したもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 1月から 9月まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 10 月から 12 月まで 

 

 ※平成 20 年 1 月から 9月までは海難審判庁理事官が、同年 10月から 12 月までは海難審判所の理事官がそ

れぞれ立件した隻数。

ﾊﾟﾅﾏ 61

31%

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 33

17%
韓国 26

13%
中国 10

5%

その他 41

ｱﾝﾃｨｸﾞｱ･ﾊﾞｰﾌﾞｰﾀﾞ，香港，ﾊﾞ

総隻数

１９７

ﾊﾟﾅﾏ 39

31%

韓国 21

17%

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 11

9%

不詳 5

4%

ﾊﾞﾊﾏ 4

3%

中国 4

3%

ﾏｰｼｬﾙ諸島 3

2%

その他 23

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ，ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ，

台湾等 19%

総隻数

124

ﾂﾊﾞﾙ 3

ﾍﾞﾄﾅﾑ 3

ｸﾞﾙｼﾞｱ 3

2%

ﾍﾞﾘｰｽﾞ 5

4%

総隻数

15

ﾊﾟﾅﾏ 4

27%

韓国 7

47%ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 1

7%

ﾊﾞﾊﾏ 1

7%

不詳 1

7%
ﾘﾍﾞﾘｱ 1

7%
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資料 17 平成 20 年 海難種類別・船種別の申立て状況 

衝突
衝突
（単）

乗揚 遭難 沈没 転覆
行方
不明

火災 爆発
機関
損傷

死傷等

安全・
運航
阻害

施設等
損傷

属具
損傷

浸水 計

13(1) 5(2) 4 1 2 3 1 29(3)

81(9) 7 29(1) 4 1 1 4 2 129(10)

17(1) 1 5 1 3 2 29(1)

164(17) 21(3) 26(2) 2(1) 2 15 1 8(1) 25(1) 9(1) 1 1 3 278(26)

12 3 5 1 4 4 1 1 31

22(2) 3 2 27(2)

4 1 2 1 8

59(3) 9(3) 15(2) 1 1 3 1 1 11 2 1 3 107(8)

1 3(1) 1(1) 2(1) 1 8(3)

5 1 1 4 1 12

2(1) 1 1 2 6(1)

7 1 1 1 1 1 12

3 2(1) 1 6(1)

1 2(1) 3 1 7(1)

390(34) 51(8) 98(8) 6(2) 3 28 1 11(1) 1 40(1) 37(2) 5 9 0 9 689(56)

公用船

その他

合計

瀬渡船

作業船

交通船

台船

（単位：隻）

引・押船

遊漁船

はしけ（バージ）

プレジャーボート

旅客船

貨物船

油送船

漁船

　　　　　海難種類

船種

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に申立てした海難隻数で内数 

 

 

資料 18 平成 20 年 受審人、指定海難関係人の職名別の状況 

職名

区分
船
　
長

航
海
士

甲
板
長

甲
板
員

機
関
長

機
関
士

機
関
員

受審人 519(47) 49(6) 6(1) 10(1) 31 1 4 2 2 624(55)

指海人 14 10 8 2 2 3 17 5 18 79

計 533(47) 59(6) 6(1) 18(1) 33 2 1 4 3 2 17 5 20 703(55)

（単位：人）

計

水
 

先
 

人

法
　
　
　
人

運
航
管
理
者

そ
 

の
 

他

甲板部 機関部
漁
 

労
 

長

船
舶
所
有
者

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に申立てした海難関係人で内数 

 

 

資料 19 平成 20 年 受審人の受有海技免許別の状況 

一
級

二
級

三
級

四
級

五
級

六
級

一
級

二
級

三
級

四
級

五
級

六
級

一
級

二
級

特
殊

5 6 44(7) 45(3) 79(4) 11(2) 1 2 6 12 5 4 325(33) 68(6) 9 2 624(55)

2 624(55)

水
先
人

　　　　免許

区分

(単位：人)

計

受審人

計 190(16) 30 402(39)

航　　　　海 機　　　　関 小　　型

※（ ）は平成 20 年 10 月 1 日以降に申立てした海難の受審人で内数 
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資料 20 平成 20 年 裁決における船種別・海難種類別隻数 

（単位：隻）

 　　　　事件種類

　船種

衝

突

衝

突

（
単

）

乗

揚

沈

没

転

覆

遭

難

浸

水

火

災

爆

発

機

関

損

傷

施

設

等

損

傷

死

傷

等

運

航

阻

害

安

全

・

 
合

計

構成
比

（％）

旅 客 船 16 7 8 1 1 4 1 5 2 45 4

貨 物 船 126 18 42 1 2 3 2 1 12 8 8 4 227 22

油 送 船 28 2 10 1 2 2 5 2 52 5

漁 船 223 17 36 3 21 1 4 10 44 1 18 2 380 37

引 船 15 2 3 2 1 4 2 29 3

押 船 10 2 2 2 1 1 1 3 22 2

作 業 船 5 1 1 5 12 1

遊 漁 船 25 2 3 2 32 3

はしけ（バージ） 9 2 2 1 1 15 1

プレジャーボート 74 13 26 6 4 3 2 1 3 20 2 154 15

交 通 船 3 2 2 2 9 1

台 船 7 1 1 2 11 1

水 先 船 0 0

公 用 船 3 1 1 5 1

瀬 渡 船 2 2 1 2 7 1

そ の 他 12 4 3 4 1 3 6 1 34 3

合 計 558 73 141 3 42 11 13 22 2 69 19 70 11 1,034 100

 

 

資料 21 平成 20 年 裁決における船種別・トン数別内訳 

（単位：隻）
　　　　　　　　　　　　　　　船　種

トン数区分
旅客船 貨物船 油送船 漁船

プレジャー
ボート

その他 合計

トン数表示なし 1            1            89          29          120         

5トン未満 162         46          30          238         

5トン以上20トン未満 11          154         18          57          240         

20トン以上100トン未満 6            3            27          1            12          49          

100トン以上200トン未満 7            49          12          25          15          108         

200トン以上500トン未満 6            85          6            12          11          120         

500トン以上1,600トン未満 2            38          21          14          75          

1,600トン以上3,000トン未満 3            22          2            3            30          

3,000トン以上5,000トン未満 1            7            1            5            14          

5,000トン以上10,000トン未満 6            10          1            17          

10,000トン以上30,000トン未満 2            8            10          

30,000トン以上 8            5            13          

合　　計 45          227         52          380         154         176         1,034      
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資料 22 平成 20 年 第一審における免許種類別の懲戒状況 

              (単位：人）

3か月
2か月
１５日

２か月
１か月
１５日

１か月 小　計

一  級 1 1 7 1 9 1

航 二  級 1 1 7 1 9 1

三  級 7 7 52 8 67 7

四  級 2 13 15 74 10 99 10

海 五  級 1 18 19 97 6 122 13

六  級 5 5 11 16 2

一  級 2 2 0

機 二  級 2 2 0

三  級 12 2 14 1

四  級 25 1 26 3

関 五  級 15 15 2

六  級 5 5 1

1 2 41 44 370 16 1 431 46

(1) (2) (40) (43) (358) (16) (1) (418) (45)

1 1 2 11 15 91 4 110 12

(1) (1) (2) (11) (15) (84) (4) (103) (11)

特　殊 1 1 2 6 1 9 1

1 2 3

1 0 5 5 98 109 777 52 1 939

83 5 0 100

一  級
小
型
船
舶
操
縦
士

59
二  級

構成比（％）

0水 先 人

計 100

12

34

7

　　　 懲戒等

  免  許
戒　告 不懲戒

懲 戒
免 除

計 構成比（％）
業務停止

※懲戒免除とは、懲戒すべきところを本人の閲歴等を考慮して懲戒を免除したものである。 

※「小型船舶操縦士」の（ ）内の数値は、特殊小型船舶操縦士免許の併有者で、内数である。 

※「小型船舶操縦士」の「特殊」には、他の小型船舶操縦士免許との併有者は含まない。 
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